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１ はじめに 

  新型コロナウイルス感染症への対応については，第５波の収束後において

も，新規感染者が発生した際の積極的疫学調査や健康観察など，切れ目なく保

健所業務を行うとともに，新型コロナウイルスワクチン３回目接種に向けた

取組を着実に進めています。 

  また，３回目の緊急事態宣言解除後においては，全庁的に中止・延期として

いたイベントや事業を再開したほか，経済対策を実施するなど，市民生活や市

内経済の活性化に向けて取り組んできました。 

  しかしながら，令和３年１１月３０日に，新たな変異株であるオミクロン株

が国内で初めて確認されて以降，令和４年１月３日には県内で初めて市中感

染が確認されるとともに，本市を含め県内において再び感染が急拡大してい

ます。 

  このため，令和３年１１月１８日開催の市議会災害対策等特別委員会にお

いて報告した，「新型コロナウイルス感染症に係る対応検証報告～第６波の感

染拡大に向けて～（以下，「検証報告書（保健所業務編）」という。）」以後の状

況として，感染症対策に関する国等の動向や保健所の対応について報告する

ものです。また，検証報告書（保健所業務編）において概略を示した，全庁に

おける対応について，改めて第５波の期間を中心とした取組等の振返りとし

て，各部局での検証内容を報告するものです。 

 

２ 国・県・市の対応状況 

（１）国の基本的対処方針の変更 

国は，令和３年９月３０日に緊急事態宣言を解除した後，令和３年１１月

１２日の新型コロナウイルス感染症対策本部において，「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本的対処方針」を見直し，「次の感染拡大に向けた安心確

保のための取組の全体像」と従来のステージ分類に代わる「新たなレベル分

類の考え方」を示しました。 

「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」の基本的な考え

方として，今夏のピーク時における急速な感染拡大に学び，今後，感染力が

２倍となった場合にも対応できるよう，医療提供体制の強化やワクチン接種

の促進，治療薬の確保を進めるとしています。こうした取組により，重症化

する患者数が抑制され，感染拡大が生じても，国民の命と健康を損なう事態

を回避することが可能となり，感染リスクを引き下げながら経済社会活動の

継続を可能とする新たな日常の実現を図ることなどが示されました。 

また,「新たなレベル分類の考え方」は，ワクチン接種率の高まりや，医

療提供体制の強化等により，重症者の入院病床数が半分以下に減少している
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状況を踏まえ，従来のステージ分類の考え方が見直されたものです。 

従来のステージ分類では，新規陽性者数を含めた６つの指標を目安に全国

一律で設定していましたが，新たなレベル分類では，医療ひっ迫の状況に重

点を置いて５つの分類を設定するものの，各レベルで必要な対策を講じる時

期は，各都道府県が感染状況や医療ひっ迫の状況等を評価する旨が示されま

した。 

 

【「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」（抜粋）】 

１．医療提供体制の強化 

・入院を必要とする者が，まずは迅速に病床又は臨時の医療施設等に受け入れられ，確実に入院

につなげる体制を１１月末までに整備する。 

・症状の変化に迅速に対応して必要な医療につなげ，また重症化を未然に防止する体制を確保

する。 

・感染拡大時に臨時の医療施設等が円滑に稼働できるよう，医療人材の確保・配置調整を担う体

制を構築する。 

・医療体制の稼働状況をレセプトデータなどを活用して徹底的に見える化する。 

・今後，地域によって，仮に感染力が２倍（※）を超える水準になり，医療のひっ迫が見込まれる場

合，国民に更なる行動制限を求めるとともに，国の責任において，コロナ以外の通常医療の制限

の下，緊急的な病床等を確保するための追加的な措置を講ずる。 

・感染力が２倍を超え，例えば３倍となり，更なる医療のひっ迫が見込まれる場合，大都市のように

感染拡大のリスクが高く病床や医療人材が人口比で見て少ない地域等について，当該地域以外

の医療機関に，コロナ以外の通常医療の制限措置を行い，医療人材派遣等を行うよう，国が要

求・要請。こうした措置が速やかに解除されるよう国民には更なる行動制限を求める。 等 

 

※「感染力が２倍」とは，若年者のワクチン接種が 70％まで進展し，それ以外の条件が今夏と同一である場

合と比較し，新たな変異株の流行や，生活行動の変化などによる，「今夏の実質２倍程度の感染拡大が起

こるような状況」を示す。 

２．ワクチン接種の促進 

・１２月から追加接種を開始する。追加接種対象者のうち，希望する全ての方が接種を受けられる

よう体制を確保する。 等 

３．治療薬の確保 

・国産経口薬を含む治療薬の開発費用として１薬剤当たり最大２０億円を支援し，経口薬について

年内の実用化を目指す。 

・軽症から中等症の重症化リスク保有者が確実に治療を受けられるよう，複数の治療薬を確保し，

必要な量を順次納入できるよう企業と交渉を進める。 

４．国民の仕事や生活の安定・安心を支える日常生活の回復 

・都道府県が，健康理由等でワクチン接種できない者を対象として，経済社会活動を行う際の検査

を予約不要，無料とできるよう支援する。併せて感染拡大時に，都道府県判断により，感染の不安

がある無症状者に対し，検査を無料とできるよう支援する。 等 
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【新たなレベル分類の考え方】 

新たなレベル分類 
（参考）従来のステージ分類の指標 

指標 ステージⅢ ステージⅣ 

レベル０（感染者ゼロレベル） 

新規陽性者数ゼロを維持できている 

病床のひっ

迫具合 

入院医療 

・最大確保病床の

使用率２０％以上 

・入院率４０％以下 

入院医療 

・最大確保病床の

使用率５０％以上 

・入院率２５％以下 

レベル１（維持すべきレベル） 

一般医療が確保され，新型コロナ医療にも

対応可能 

重症者用病床 

・最大確保病床の

使用率２０％以上 

重症者用病床 

・最大確保病床の

使用率５０％以上 

レベル２（警戒を強化すべきレベル） 

一般医療・新型コロナへの医療の負荷が生

じているが，病床拡大により医療が必要な患

者への医療提供ができている 

療養者数 人口１０万人当たり

の全療養者数２０人

以上 

人口１０万人当たり

の全療養者数３０人

以上 

Ｐ Ｃ Ｒ陽性

率 

５％ １０％ 

レベル３（対策を強化すべきレベル） 

一般医療を相当程度制限しなければ，新型

コロナへの医療対応ができず，医療が必要

な人への適切な対応ができなくなる 

新規報告数 １５人／１０万人／

週以上 

２５人／１０万人／

週以上 

レベル４（避けたいレベル） 

一般医療を大きく制限しても，新型コロナへ

の医療に対応できない 

感染経路不

明割合 

５０％ ５０％ 

 

（２）基本的対処方針の変更を踏まえた県の対応 

神奈川県（以下，「県」という。）は，令和３年１１月２２日に新型コロナ

ウイルス感染症神奈川県対策本部会議（以下，「県本部会議」という。）を開

催し，国の基本的対処方針の変更を踏まえた対応について協議しました。 

今後の取組として，県民，事業者に対し基本的な感染防止対策の徹底を働

きかけるとともに，かながわ県民割やＧｏＴｏＥａｔ食事券の販売再開，緊

急事態宣言下等の感染拡大時期におけるワクチン・検査パッケージ等を活用

した行動制限緩和など，社会経済活動の促進に向けた取組が示されました。 

また，国が示した新たなレベル分類を踏まえ，県内の感染状況や医療ひっ

迫の状況等を評価し，必要な対策を遅滞なく講じるための基準として，レベ

ル分類に応じた病床確保フェーズや具体的対策等が示されました。 

この病床確保フェーズについて，策定当初は「１」でしたが，新たな変異

株であるオミクロン株が国内で確認されたことを受け，同年１２月２７日に

開催された県本部会議において，オミクロン株の市中感染者数が「３日平均

で２０人／日」となった場合，病床確保フェーズを「１」から「３」に引き

上げること等が決定されました。その後，令和４年１月５日時点で上記基準
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に達したことから，同月６日に病床確保フェーズが「３」に引き上げられま

した。 

 

【県のレベル分類と病床確保フェーズ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保健所を中心とした感染防止等の取組 

 ア 相談体制 

相談体制については，感染再拡大や季節性インフルエンザ流行期なども 

念頭に，令和４年１月４日から「藤沢コロナ受診相談センター」の体制を拡

充し，更なる件数増加への対応を実施しました。 

 

 イ 検査体制 

検査の実施については，帰国者・接触者外来や，藤沢市医師会ＰＣＲ検査

センターでの検査件数を引き続き確保するとともに，藤沢市医師会と連携し

ながら，医師の判断により診療の一環として検査を実施することができる市

内医療機関の拡充に努めています。 

また，年末年始の発熱患者についても対応できるように当該期間に発熱患

者の受け入れを行う医療機関及び薬局に対して，協力金の支給を行い，発熱

患者の診療・検査を行う医療機関等の確保に努めました。 

さらに，保健所が行う検査として，民間検査機関へ一部委託しているＰＣ

Ｒ検査等の検査業務について，検査件数を拡充しました。 

 

状況 病床確保フェーズ（Ph） レベルアップ基準 レベルダウン基準 具体的対策

ＬＶ４ 避けたいレベル
一般医療を大きく制限しても，新型
コロナへの医療に対応できない

【LV3→LV4】
災害特別フェーズ
での対応も困難
になったとき

－

「災害特別フェーズ」
最大確保病床数
2,100床＋400床
うち重症210床＋６0床

【医療提供体制】
・一般医療の延期
・入院基準をSPO2基準に変更
・緊急酸素投与センター稼働
・早期処方指針　ステロイド処
方段階
【社会への要請】
・ワクチン検査パッケージ停止

Ph 4
最大確保病床数
2,100床 うち重症210床

【医療提供体制】
・一般医療の延期（医療機関
裁量）
【社会への要請】
・緊急事態宣言

ＬＶ２ 警戒を強化すべきレベル

一般医療・新型コロナへの医療の
負荷が生じているが，病床拡大に
より医療が必要な患者への医療提
供ができている

Ph 2/3
確保病床数
1,300床～1,700床
うち重症130床～160床

【LV1→LV2】
Ph2に引き上げ

【LV3→LV2】
Ph3に引き下げ

【社会への要請】
・まん延防止等重点措置

ＬＶ１ 維持すべきレベル
一般医療が確保され，新型コロナ
医療にも対応可能

Ph 1
確保病床数 1,000床
うち重症100床

【LV0→LV1】
Ph1に引き上げ

【LV2→LV1】
Ph1に引き下げ

ＬＶ０ 感染者ゼロレベル
新規陽性者数ゼロを維持できてい
る

Ph 0
確保病床数 120床
うち重症20床

－
【LV1→LV0】
Ph0に引き下げ

【LV4→LV3】
①現在の入院数が
ピークアウト傾向
②救急搬送困難事
例数が減少傾向

レベル（ＬV）

ＬＶ３ 対策を強化すべきレベル

一般医療を相当程度制限しなけれ
ば，新型コロナへの医療対応がで
きず，医療が必要な人への適切な
対応ができなくなる

【LV2→LV3】
Ph4に引き上げ
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ウ 積極的疫学調査 

（ア）感染状況の見える化 

第５波の経験を踏まえ，新規患者数や現場の状況にできる限り即応した早

期の応援体制を構築するため，応援発動の基準である新規患者数の集計につ

いて，従前は，日曜日から土曜日までの７日間の新規患者数を「定点」で集

計していましたが，現在は，毎日の「随時」に前７日間の新規患者数を集計

しています。 

また，この結果を，一定の新規患者数を超えた段階から，職員ポータルシ

ステムに毎日掲示することで，感染状況と増加の傾向等を見える化し，職員

全員がその状況を把握することで，応援の事前準備に備える等，適時適切な

対応が図られるよう努めています。 

 

（イ）保健師業務と事務職業務の業務整理 

新型コロナウイルス感染症対策業務に従事した全保健師を対象にアンケ

ートを実施し，患者急増時の指揮命令系統や役割分担，応援職員の受入体制

の課題などを改めて把握しました。 

また，全保健師が効率的に患者対応できるよう，積極的疫学調査，入院調

整，施設調査，安否確認，空港検疫所からの連絡対応等の各種業務マニュア

ルの整理・見直しを行いました。 

さらに，事務職業務についても事務フローの整理・見直しを行い，各種通

知書・証明書等の交付業務の効率化を図るとともに，患者急増時には事務職

員も対応する患者への第一報「ファーストコンタクト」のマニュアルを更新

するなど，事務職員の効果的な業務執行の環境整備を図りました。 

 

（ウ）人材育成，ローテーション 

専従保健師６名の業務習熟度の向上を図るため，担当内の人員ローテー 

ションを行いました。具体的には，患者班と施設班の専従保健師の配置換え

を行い，それぞれの業務を担当することで広く業務に習熟し，偏りがなく一

定水準で対応ができるよう保健師の人材育成に努めています。 

 

 エ 健康観察・自宅療養者等の体制 

県内初のオミクロン株市中感染が確認されて以降，本市においても感染者

数が急増し，それに伴い自宅で療養している患者数も急増しているところで

すが，日々の健康観察と悪化リスクのある方等をサポートする「地域療養の

神奈川モデル」を継続的に実施し，医師会と緊密に連携しながら感染動向に

応じた柔軟な対応をしています。 



 

6 

 

  

 オ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 

個別接種と集団接種による市民一人一人の状況に合わせた接種を進めた

結果，初回接種（１・２回目接種）については，令和４年１月３日現在で，

２回目接種率が８６．７％となり，県内市部で５位，人口２０万人以上の都

市では１位となりました。今後も，何らかの事情でこれまで初回接種ができ

なかった市民に対しては，医療機関での接種や巡回接種において接種機会を

設けていきます。 

追加接種（３回目接種）については，令和３年１２月から医療従事者を対

象とした接種を開始し，令和４年１月３日現在で２，４２５人が接種を完了

しました。令和４年１月からは，高齢者入所施設の入所者，従事者への優先

接種を開始するとともに，一般の高齢者についても接種券を発送し，概ね２

回目接種から７か月経過した時点での前倒し接種が可能となるよう取り組

んでいます。同月からは集団接種による接種を開始しています。 

 

カ オミクロン株への対応 

南アフリカ等で確認された新たな変異株であるオミクロン株（B.1.1.529

系統）については，令和３年１１月２８日の国立感染症研究所によるリスク

評価において，「懸念される変異株」に指定され，他の懸念される変異株に

比べて，再感染のリスクが高いこと等が示されました。 

これを受け，この変異株の発生をより迅速に把握する必要があることから，

SARS CoV 2 陽性（新型コロナウイルス陽性）と判定されたすべての検体に

ついて，Ｌ４５２Ｒ変異株ＰＣＲ検査及びゲノム解析を実施しました。なお，

オミクロン株患者の急増及びＬ４５２Ｒ陰性患者の置き換わりが５０％を

超えたことから，令和４年１月１３日からゲノム解析等を縮小して継続実施

しています。 

本市においても，国の通知等を踏まえ，検査等を適切に実施していきます。 

 

キ 感染症対策の体制 

第６波に向けては，感染拡大の兆候をより早期に捉えた本庁からの応援体

制を再構築し備えていましたが，令和３年１１月２８日に国立感染症研究所

において「懸念される変異株」としてオミクロン株が指定され，世界各国で

の感染確認，市中感染が発生している地域もあるなどの状況に鑑み，更なる

体制の強化を早期に行う必要が生じました。 

このことから，保健所職員の体制について，令和４年１月１日から現行の

地域保健課コロナ対策業務担当と保健予防課コロナ対策療養担当を統合，新
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たに保健予防課に行政組織規則に位置づく新型コロナウイルス感染症対策

担当を専門の対策担当として設置し，指揮命令系統及び責任分担等を明確に

した，より効果的な組織へと改編しました。 
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３ 新型コロナウイルス感染症発生後の本市の状況 

令和２年３月に，本市で初めて新型コロナウイルス感染症の新規感染者が確

認されて以降，令和３年１１月末時点におけるこれまでの本市の状況として，

主なものを次のとおり記載します。 

 

（１）主な相談支援件数 

 ア 新型コロナウイルス感染症に関する相談 

新型コロナウイルス感染症に関する相談では，同感染症の影響によりス 

トレスを抱えている方や，感染症対応に従事する医療関係者等に対する相談

窓口として，ふじさわコロナこころの相談専用ダイヤルを令和２年６月１日

に設置し，これまで２１０件の相談が寄せられました。 

また，藤沢コロナ受診相談センターにおいては，発熱等の症状がある方か

ら，診療可能な医療機関に関する問い合わせが多く寄せられたほか，藤沢市

保健所一般電話相談においては，感染の不安や健康・医療に関する相談が寄

せられました。これらのほか，本市の情報や行政サービス全般に関する問い

合わせに応じる藤沢市コールセンターなどにおいても，感染症に関する市民

等の相談等が寄せられました。 

さらに，国民健康保険被保険者の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手

当金の相談では，第５波の感染拡大期に相談及び申請件数が急増しました。 

 

【新型コロナウイルス感染症に関する相談件数】 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

新型コロナウイルス感染症に
関する相談件数①

ふじさわコロナこころの相談専用ダイヤルへの相談件数

藤沢コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）への相談件数

藤沢市保健所一般電話相談への相談件数

令和元年度                          令和 2年度                           令和 3年度 

ふじさわコロナこころの相談

専用ダイヤルへの相談件数 

（単位：件） 

藤沢コロナ受診相談センター（帰国者・接触

者相談センター）への相談件数 

藤沢市保健所一般電話相談への相談件数 

（単位：件） 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ふじさわコロナこころの相談専用ダイヤルへの相談件数 - - - - - - - - - - - - -
藤沢コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）への相談件数 - - - - - - - - - - 432 1,362 1,794
藤沢市保健所一般電話相談への相談件数 - - - - - - - - - 81 419 1,045 1,545

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ふじさわコロナこころの相談専用ダイヤルへの相談件数 - - 30 17 15 4 16 11 5 8 15 15 136
藤沢コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）への相談件数 2,527 1,288 1,077 2,373 2,223 1,668 1,249 909 1,436 2,302 551 552 18,155
藤沢市保健所一般電話相談への相談件数 2,111 365 412 911 608 423 352 363 382 703 206 208 7,044

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ふじさわコロナこころの相談専用ダイヤルへの相談件数 16 11 16 9 5 12 4 1 74
藤沢コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）への相談件数 1,605 2,085 1,407 2,794 5,578 2,618 947 710 17,744
藤沢市保健所一般電話相談への相談件数 305 374 281 485 1,536 634 186 92 3,893

※令和２年２月７日に藤沢市保健所帰国者・接触者相談センターを設置し，同年１１月２日に藤沢コロナ受診相談センターとして名称と役割を変更。
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新型コロナウイルス感染症に関する相談件数②

藤沢市コールセンターへの相談件数（全体）

藤沢市コールセンターへの相談件数（コロナ関連）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

新型コロナウイルス感染症に
関する相談件数③

国民健康保険傷病手当金に関する相談件数

（単位：件） 

令和元年度                            令和 2年度                           令和 3年度 

令和 2年度                                                              令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
藤沢市コールセンターへの相談件数（全体） 2,200 1,824 1,856 2,205 1,694 1,887 2,040 1,529 1,444 1,716 1,992 2,017 22,404
藤沢市コールセンターへの相談件数（コロナ関連） - - - - - - - - - - 41 108 149

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
藤沢市コールセンターへの相談件数（全体） 2,544 2,468 2,162 1,987 1,763 1,614 1,707 1,467 1,333 1,544 1,562 1,797 21,948
藤沢市コールセンターへの相談件数（コロナ関連） 690 788 401 254 85 31 22 21 27 121 80 74 2,594

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
藤沢市コールセンターへの相談件数（全体） 1,802 1,895 2,123 1,845 1,928 1,566 1,820 1,393 14,372
藤沢市コールセンターへの相談件数（コロナ関連） 171 332 499 305 478 253 107 58 2,203

（単位：件） 

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

傷病手当金に関する相談件数 - 4 4 0 6 1 2 0 3 7 8 3 38

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

傷病手当金に関する相談件数 4 6 9 3 12 23 4 1 62
※傷病手当金は，令和２年５月７日から申請受付開始。
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イ 生活・労働に関する相談 

生活相談では，生活困窮者自立相談支援事業の窓口として設置するバック

アップふじさわ等において，特に１回目の緊急事態宣言期間中である令和２

年４月から５月に多くの相談が寄せられました。 

また，休業等による生活困窮者に対し家賃相当額を支給する住居確保給付

金や，就労による自立を図るため支給する新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援金の申請に関する相談においても，多くの相談が寄せられまし

た。特に，住居確保給付金では，令和２年４月から５月が多く，令和２年度

合計相談件数は，前年度比で約３０倍となりました。 

労働に関する相談では，解雇や賃金不払い等に関する労働相談への相談件

数がコロナ禍において増加しました。 

 

【生活・労働に関する相談件数】 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

生活・労働に関する相談件数①

バックアップふじさわへの相談件数

バックアップふじさわ社協への相談件数

（単位：件） 

令和元年度                            令和 2年度                             令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

バックアップふじさわへの相談件数 54 66 57 55 71 68 57 43 46 51 43 67 678

バックアップふじさわ社協への相談件数 63 101 85 102 86 94 71 80 72 103 84 90 1,031

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

バックアップふじさわへの相談件数 495 559 343 185 107 99 112 97 106 142 126 175 2,546

バックアップふじさわ社協への相談件数 525 450 112 119 138 241 258 138 171 144 103 238 2,637

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

バックアップふじさわへの相談件数 150 120 157 219 141 122 105 105 1,119

バックアップふじさわ社協への相談件数 176 225 354 163 153 157 123 131 1,482
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生活・労働に関する相談件数②

住居確保給付金に関する相談件数

生活困窮者自立支援金に関する相談件数
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

生活・労働に関する相談件数③

労働相談への相談件数

働き方相談室の利用件数

（単位：件） 

令和元年度                            令和 2年度                             令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

住居確保給付金に関する相談件数 8 8 5 9 2 5 8 3 2 2 6 11 69
生活困窮者自立支援金に関する相談件数 - - - - - - - - - - - - -

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

住居確保給付金に関する相談件数 428 521 311 152 80 70 66 53 73 74 85 126 2,039
生活困窮者自立支援金に関する相談件数 - - - - - - - - - - - - -

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

住居確保給付金に関する相談件数 88 70 111 82 63 69 38 41 562
生活困窮者自立支援金に関する相談件数 - - 6 227 198 109 74 141 755

※生活困窮者自立支援金は，令和３年７月１日から申請受付開始。

令和元年度                            令和 2年度                             令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
労働相談への相談件数 16 10 14 20 21 9 13 22 9 13 24 23 194
働き方相談室の利用件数 5 4 7 10 16 10 7 5 4 4 6 0 78

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

労働相談への相談件数 16 55 32 26 26 18 19 24 17 17 17 24 291
働き方相談室の利用件数 1 6 5 6 6 19 16 12 10 14 14 11 120

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

労働相談への相談件数 22 13 22 16 13 13 12 13 124
働き方相談室の利用件数 25 22 24 17 13 25 28 24 178

（単位：件） 
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 ウ 子育てに関する相談 

子育てに関する相談では，未就学児を中心に育児の不安や悩みに関する相

談や相互交流の場である子育て支援センター及びつどいの広場について，第

１波の感染拡大に伴い，一定期間「ひろば」を休所していました。電話によ

る相談等に対応する中で，コロナ禍においても，子育て中の親子の居場所や

相談の場を求める声があったことから，令和２年６月以降は，予約制により

「ひろば」を再開するなど感染症対策を講じながら，子育て支援センター，

つどいの広場を開所し，令和３年度における相談件数は，概ねコロナ禍以前

と同水準となっています。 

また，ひとり親家庭を対象とした相談窓口においては，就労・経済的支援

に関する相談が寄せられました。 

 

【子育てに関する相談件数】 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

子育てに関する相談件数①

子育て支援センター（来所相談件数）

子育て支援センター（電話相談件数）

つどいの広場（来所相談件数）

子育て支援センター 
（来所相談件数）（単位：件） 

子育て支援センター（電話相談件数） 
つどいの広場（来所相談件数） 
           （単位：件） 

令和元年度                           令和 2年度                         令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

子育て支援センター（来所相談件数） 962 1,001 1,176 1,070 1,005 1,146 1,090 1,126 1,032 932 974 2 11,516

子育て支援センター（電話相談件数） 23 24 38 29 26 37 34 40 49 24 23 45 392

つどいの広場（来所相談件数） 156 162 163 163 107 161 111 143 126 153 132 9 1,586

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

子育て支援センター（来所相談件数） 0 0 397 648 751 889 1,097 871 899 834 984 1,124 8,494

子育て支援センター（電話相談件数） 88 95 122 89 47 67 85 53 48 57 70 63 884

つどいの広場（来所相談件数） 8 0 76 58 113 92 87 75 62 70 84 87 812

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

子育て支援センター（来所相談件数） 1,020 891 1,198 960 909 985 1,045 924 7,932

子育て支援センター（電話相談件数） 69 61 52 70 54 70 76 71 523

つどいの広場（来所相談件数） 115 117 143 122 141 122 108 145 1,013



 

13 

 

 

 

 

 

（２）主な生活・経済支援件数 

 ア 市民への生活支援 

市民への生活支援では，税料等に関する支援として，新型コロナウイルス

感染症の影響により収入が減少し，納付が困難となった方への市税の徴収猶

予の特例制度のほか，国民健康保険，後期高齢者医療及び介護保険の保険料

の納付額の減免又は納付猶予を行いました。 

また，新型コロナウイルス感染症の影響による各種支援制度の手続きに必

要な証明書等の手数料を免除しました。 

介護予防事業では，感染予防対策による人数制限などの影響により，令和

３年度の介護予防教室の参加者が２，１７８人と，令和元年度の同時期と比

較して約３０％減となりました。しかし，他の代替手段として，住民団体（介

護予防運動自主活動団体）が実施する公園体操を支援することにより，継続

的な介護予防活動に寄与しました。 

また，高齢者の外出機会の減少による健康維持が課題となったため，自宅

でできる介護予防対策として，これまで介護予防事業で使用していた健康運

動手帳や体操ＤＶＤについて，個人単位での申込受付を行いました。その結

果，６００人以上の方に健康運動手帳を配付するとともに，その機会を活用

し，希望者については終活ノートなどを配付しました。 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

子育てに関する相談件数②

ひとり親家庭相談への相談件数

（単位：件） 

令和元年度                            令和 2年度                           令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
ひとり親家庭相談 256 157 218 184 197 224 219 193 192 244 177 222 2,483

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

ひとり親家庭相談 248 198 231 287 253 208 225 200 252 234 224 302 2,862

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

ひとり親家庭相談 291 200 298 224 315 302 286 364 2,280
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【市民への生活支援件数】 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

市民への生活支援件数①

市税徴収猶予の特例制度の申請件数

国民健康保険料減免の申請件数

各種証明書等の手数料免除件数
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

市民への生活支援件数②

後期高齢者医療保険料減免の申請件数

介護保険料減免の申請件数

上下水道使用料金支払猶予の申請件数

市税徴収猶予の特例制度の申請件数
国民健康保険料減免の申請件数 
          （単位：件） 

各種証明書等の手数料
免除件数（単位：件） 

令和 2年度                                         令和 3年度 

（単位：件） 

令和 2年度                                              令和 3年度 

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

市税徴収猶予の特例制度の申請件数 - 62 297 78 107 103 53 67 84 52 - - 903

国民健康保険料減免の申請件数 - - 255 345 208 169 128 89 63 54 72 140 1,523

各種証明書等の手数料免除件数 - 289 1,648 828 450 462 318 244 261 248 354 395 5,497

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

市税徴収猶予の特例制度の申請件数 - - - - - - - - -

国民健康保険料減免の申請件数 - - 119 86 46 38 31 29 349

各種証明書等の手数料免除件数 208 192 358 206 174 170 122 153 1,583
※上記の数値は，新型コロナウイルス感染症を起因とする件数を示すもの。

※市税徴収猶予の特例制度の申請件数は，令和２年２月１日から令和３年２月１日までに納期限が到来するものを対象とした件数を示すもの。

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

後期高齢者医療保険料減免の申請件数 - - - 9 16 8 7 5 4 3 3 6 61

介護保険料減免の申請件数 0 1 37 36 18 17 18 12 3 5 7 16 170

上下水道使用料金支払猶予の申請件数 21 30 18 7 12 1 4 0 11 2 0 2 108

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

後期高齢者医療保険料減免の申請件数 - - - 5 1 1 0 1 8

介護保険料減免の申請件数 6 2 17 11 4 7 6 4 57

上下水道使用料金支払猶予の申請件数 0 1 0 1 1 1 1 0 5
※上記の数値は，新型コロナウイルス感染症を起因とする件数を示すもの。

※上下水道使用料金支払猶予の申請受付は一括して県が行うもの。
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イ 事業者への経済支援 

事業者への経済支援では，感染症の影響により受注減となった市内施工 

業者支援のための「藤沢市店舗・事業所等リニューアル補助金」や，事業収

入が減少した中小企業者及び個人事業者を対象とした「藤沢市中小企業事業

継続支援金（第１弾・第２弾）」を交付し，今後も市内で事業継続するため

の支援を行いました。 

また，感染症対策として，在宅勤務等を導入する中小企業者及び共用型サ

テライトオフィスやシェアオフィス等を整備する企業等を対象に「テレワー

ク等導入支援事業費補助金」を交付し，新しい生活様式に対応した働き方へ

の移行の促進に取り組みました。 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

市民への生活支援件数③

介護予防教室への参加者数

（単位：人） 

令和元年度                             令和 2年度                          令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

介護予防教室への参加者数 383 410 386 395 337 371 380 369 384 337 325 0 4,077

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

介護予防教室への参加者数 0 0 0 317 182 296 242 257 251 13 0 0 1,558

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

介護予防教室への参加者数 271 250 286 254 222 212 347 336 2,178
※令和２年３月から６月及び令和３年２月から３月の０人は，事業中止によるもの。
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【事業者への経済支援件数】 

 

 

 

 

 

 ウ その他の支援 

前記ア及びイ以外の支援として，本市では，１回目の緊急事態宣言発出

後，アルコール消毒液などの入手が困難な状況を受け，市内企業からの機

器の無償提供等により生成した微酸性電解水について，各地区の市民セン

ター・公民館などで，約１１８，０００リットル（１人当たり５００ミリ

リットル換算で約２３６，０００人分）を無償配布しました。 

また，コロナ禍において，特にひとり親世帯や一人暮らしの学生の生活が

ひっ迫し，食料に困る方が増加しました。このため，フードドライブや民間

企業からの寄附，地域団体からの協力を得ながら，フードバンクに取り組む

団体等と連携した食料支援を実施するとともに，生活に課題を抱える世帯に

対して，必要な支援につなげました。特に，市と連携して取組を進める「フ

ードバンクふじさわ」では，延べ１，３３５人への食料支援が行われました。 

さらに，健康診査，がん検診及び予防接種事業では，コロナ禍において，

医療機関への受診控えや検診控えにより，病気発見の遅れなどが問題となる

中，特に，がんの診断数が全国的に減少しました。これを受け，本市では，

健康診査並びに一部実施期間を限定しているがん検診や，高齢者インフルエ

ンザ予防接種について，希望者が受診及び接種の機会を逃してしまうことの

ないよう，令和２年度及び令和３年度において期間を１か月延長しました。 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

事業者への経済支援件数

店舗・事業所等リニューアル補助金

中小企業事業継続支援金（第1弾・第2弾）

テレワーク等導入支援事業費補助金

店舗・事業所等リニューアル補助金 
中小企業事業継続支援金 
（第 1 弾・第 2 弾） （単位：件） 

テレワーク等導入支援事業
費補助金  （単位：件） 

令和 2年度                                              令和 3年度 

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

店舗・事業所等リニューアル補助金 - - - - - 594 - - - - - - 594
中小企業事業継続支援金（第1弾・第2弾） - - - - - - - - - - - - -

テレワーク等導入支援事業費補助金 - - - - - - - - - - - - -

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

店舗・事業所等リニューアル補助金 - - - - 300 - - - 300
中小企業事業継続支援金（第1弾・第2弾） 25 158 373 296 124 1 0 67 1,044

テレワーク等導入支援事業費補助金 - - 26 - - - - - 26
※店舗・事業所等リニューアル補助金の数値は，令和２年８月３日から３１日及び令和３年７月５日から３０日における申請に対する交付決定件数を示すもの。

※テレワーク等導入支援事業費補助金の数値は，令和３年３月３日から５月１６日の申請に対する交付決定件数を示すもの。
※中小企業事業継続支援金の数値は，令和３年４月１２日から６月３０日及び１１月１日から令和４年１月１４日における申請に対する交付決定件数を示すもの。
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また，高齢者インフルエンザ予防接種について，令和２年度は無料で実施

するなど，接種率の向上に努めました（令和元年度４５．６％，令和２年度

６２．７％）。 

 

【その他の支援件数】 

 

 

 

 

（３）市民利用施設 

市民利用施設では，地域市民の家や市民活動推進センター，市民センター

及び公民館の貸室等，市民や団体等が利用する施設のほか，老人福祉センタ

ーや老人憩いの家等，高齢者が利用する施設など，全ての施設について，１

回目の緊急事態宣言発出時に，令和２年５月末まで施設を原則閉鎖しました。

また，２回目の緊急事態宣言期間中においては，施設の特性に応じた対応と

して，閉鎖や利用制限等を行いました。これらの影響により，令和２年度の

施設利用者数は，前年度と比較して大幅に減少しました。 

図書館においても同様に，来館者数は減少しましたが，令和２年３月以降，

インターネット予約を中心とした予約受付件数は増加しました。 

一方，コロナ禍においても利用者数の増加が続く少年の森では，特に令和

２年８月には，前年同月比で約１．９倍となる９，１６２人の利用がありま

した。 

なお，子どもや青少年，高齢者の居場所や活動の場については，コロナ禍

において開放を望む声が多く寄せられたことから，新しい生活様式に対応し
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その他の支援件数

微酸性電解水の配布

フードバンクふじさわによる食料支援人数

微酸性電解水の配布 
（単位：リットル） 

フードバンクふじさわによる
食料支援人数 （単位：人） 

令和 2年度                                         令和 3年度 

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

微酸性電解水の配布 43,130 37,172 10,164 11,820 15,969 - - - - - - - 118,255

フードバンクふじさわによる食料支援人数 - - - - - - - - - - - - -

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

微酸性電解水の配布 - - - - - - - - -

フードバンクふじさわによる食料支援人数 51 129 170 167 179 196 220 223 1,335
※微酸性電解水の無償配布は，令和２年４月１６日から８月３１日までの取組。

※フードバンクふじさわは，令和３年３月２８日発足。
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た定員数の見直しや各施設における感染対策の徹底を図った上で，令和３年

度は感染リスクが高まる活動を除き，施設の開館を継続しています。 

 

【市民利用施設利用数】 
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市民利用施設利用数①

地域市民の家

市民活動推進センター・プラザむつあい
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

市民利用施設利用数②

市民センター・公民館（貸

室）利用件数

地域市民の家利用件数 
 （単位：件） 

市民活動推進センター・プラザ
むつあい利用者数（単位：人） 

令和元年度                          令和 2年度                       令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
地域市民の家 3,332 3,000 3,081 3,454 2,889 3,093 3,217 3,235 3,189 2,888 3,330 384 35,092
市民活動推進センター・プラザむつあい 1,031 984 905 908 779 929 888 958 796 857 843 127 10,005

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

地域市民の家 117 0 984 2,277 1,911 2,363 2,504 2,523 2,346 405 2 604 16,036
市民活動推進センター・プラザむつあい 96 0 528 613 568 647 721 745 646 180 4 367 5,115

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

地域市民の家 2,395 2,298 2,468 2,516 1,792 1,849 2,635 2,633 18,586
市民活動推進センター・プラザむつあい 801 679 655 722 549 548 764 626 5,344

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
市民センター・公民館（貸室）利用件数 12,000 11,300 12,400 13,100 11,100 12,000 10,800 13,200 11,200 11,200 12,000 1,500 131,800

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
市民センター・公民館（貸室）利用件数 700 0 4,100 3,700 7,800 9,400 10,300 10,600 9,400 1,700 0 3,500 61,200

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
市民センター・公民館（貸室）利用件数 9,400 8,900 9,500 10,100 8,100 7,700 11,000 11,100 75,800

※市民センター・公民館（貸室）利用件数の数値は，各貸室における使用可能な時間区分の利用回数を示すもの。

令和元年度                           令和 2年度                         令和 3年度 

（単位：件） 
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市民利用施設利用数③
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市民利用施設利用数④

少年の森利用者数

老人福祉センター利
用者数（単位：人） 

老人憩いの家・ふれあいの
家利用者数（単位：人） 

令和元年度                          令和 2年度                       令和 3年度 

令和元年度                           令和 2年度                         令和 3年度 

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
老人福祉センター 24,230 28,161 23,559 24,515 22,991 24,163 23,495 25,033 20,449 20,739 22,679 1,536 261,550
老人憩いの家・ふれあいの家 1,067 1,182 1,287 1,071 1,004 1,084 1,173 1,799 1,048 983 1,175 38 12,911

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

老人福祉センター 0 0 0 5,939 6,295 6,688 7,649 8,196 7,147 568 0 0 42,482
老人憩いの家・ふれあいの家 0 0 124 546 285 514 1,033 501 407 106 143 233 3,892

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

老人福祉センター 7,883 7,780 8,004 8,918 6,931 7,909 9,118 9,690 66,233
老人憩いの家・ふれあいの家 369 348 457 296 132 245 371 369 2,587

R元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
少年の森 5,282 6,636 3,358 4,339 4,842 3,912 3,124 5,113 2,514 2,459 3,839 3,528 48,946

R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

少年の森 332 0 2,035 2,501 9,162 4,980 6,006 8,958 4,587 3,318 5,399 4,879 52,157

R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

少年の森 6,656 8,604 4,989 6,405 5,605 4,395 6,302 7,518 50,474

（単位：人） 
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４ 全庁的な取組内容・課題・今後の対応の考え方 

  本市におけるこれまでの全庁的な取組や課題，今後の感染拡大への対応の

考え方として，全庁に共通する内容を「（１）全庁共通事項」，部局別の内容を

「（２）総務部」以降に記載しています。 

なお，これらの考え方については，現時点のものであり，新型コロナウイル

ス感染症の感染状況に応じた国の検討結果等により変化が生じた場合は，考え

方そのものを再構築するなどの見直しを行う必要が生じる可能性があります。 

 

（１）全庁共通事項 

   これまで，本市では，第５波の期間を踏まえ，感染拡大の兆候をより早期

に捉えるための，全庁的な応援体制を再構築しました。 

   しかし，各部局における業務縮小等の基準が無いことから，全庁での人員

を生み出すための基準を設けることが課題となりました。 

   本市では，既に「藤沢市業務継続計画（感染症編）」を策定していますが，

新型コロナウイルス感染症に起因した保健所への応援体制や，各種支援業

務など，全庁的な新型コロナウイルス感染症への対応に係る協力体制の構

築にあたり，業務精査等により各部局において対応可能な職員数を算出す

るための基準として，「藤沢市コロナ版業務継続計画」を策定しました（資

料３を参照）。 

 

  【藤沢市コロナ版業務継続計画】 

（１）藤沢市 
「藤沢市」集計 

 

 
職員数 

ア 

感染拡大期の 
想定職員数 

イ 
【アの 5%減】 
※10 人以下は 

1 人減 

コロナ対応への応援業務 

従事不可の人数 

 

 

 

 

 

 

… 

Ｓ 

(有り・無し) 

Ａ Ｂ-１ 

行 
Ⅰ 

行 
Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

行 
Ⅰ 

行 
Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

行 
Ⅰ 

行 
Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

行 
Ⅰ 

行 
Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

藤沢市 1,998 394 1,141 1,861 373 1,034 有り 1,203 342 666 499 31 268 

 

 

 

 

… 

コロナ対応への応援業務 

従事可能な人数 
従事可能 

人数合計 
そ
の
他 

番
号 

Ｂ-２ Ｃ Ｄ 

行 

Ⅰ 

行 

Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

行 

Ⅰ 

行 

Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

行 

Ⅰ 

行 

Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

行 

Ⅰ 

行 

Ⅱ 

会
計
年
度

任
期
付
等 

91 0 40 50 0 39 18 0 21 159 0 100 74 1 
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   また，本市では，これまでの感染症対応を踏まえ，全庁的な即応体制を整

えるための，フェーズに応じた施設やイベント等の開閉・実施基準を設ける

ことについても，全庁的に共通する課題としていました。 

   このため，国のレベル分類や県の病床確保フェーズ，本市における応援体

制を踏まえ，感染状況に応じた施設等における取扱いの基準として，「コロ

ナ禍における施設等の開閉基準」を策定しました（資料４を参照）。 

   今後は，これらの基準に基づき，感染拡大期等へのより迅速な対応に努め

ます。 

 

【コロナ禍における施設等の開閉基準】 

レベル分類 

(L) 

L1 L2 L3 

維持すべきレベル

（一般医療が確保さ

れ，新型コロナ医療

にも対応可能。） 

警戒を強化すべきレベル(一般医療・

新型コロナへの医療への負荷が生じて

いるが，病床拡大により医療が必要な

患者への医療提供ができている。) 

対策を強化すべきレベル（一般医療を相当程度制限しなけれ

ば，新型コロナへの医療対応ができず，医療が必要な人への適

切な対応ができなくなる。） 

フェーズ(Ph) 

Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 災害特別フェーズ 

確保病床 1,000床 

うち重症 100床 

確保病床 1,300～1,700床 

うち重症 130～160床 

確保病床 2,100床 

うち重症 210床 

確保病床 2,100床+400床 

うち重症 210床+60床 

県の 

具体的 

対策 

  【社会への要請】 

・まん延防止等重点措置 

【医療提供体制】 

・一般医療の延期

（医療機関裁量） 

【社会への要請】 

・緊急事態宣言 

【医療提供体制】 

・一般医療の延期（通知による） 

・入院基準を SpO2基準に変更 

・緊急酸素投与センター稼働 

・早期処方指針 ステロイド処方段階 

【社会への要請】 

・ワクチン検査パッケージ停止 

本市に 

おける 

応援体制 

ステージ 0 

1週間当たりの新規感染者数 

70人以上～120人未満 

ステージ 1～4 

1週間当たりの新規感染者数 

120人～750人以上 

部内応援 部内応援＋全庁 96人体制 

施設の 

開閉等 
開館（〇） 原則縮小（△） 

縮小（△）又は 

閉館（×） 
原則閉館（×） 

事業等の 

実施可否 
実施（〇） 

縮小又は一部中

止・延期（△） 

縮小（△）又は

中止・延期（×） 
全て中止又は延期（×） 

※開館（〇）：「最も感染拡大のリスクを高める環境の３条件（密閉・密集・密接）」が重なることがないよう徹底的なリスク回避を図るとと

もに，当該施設の特性を考慮し，感染症対策を講じた上で認めるもの。 

※縮小（△）：時間短縮，利用人数制限等。 

※一部中止・延期(Ph3)：不特定多数が参加する事業等の中止又は延期。 

※中止・延期(Ph4)：Ph3の基準に加え，参加者が特定できる事業等の積極的な中止又は延期。 
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（２）総務部 

ア 主な取組及び課題概要 

（ア）新型コロナウイルス感染症を踏まえた多様な勤務体制の構築 

総務部では，職員における感染リスクの低減等を目的に，時差出勤や分散

勤務，テレワークなど多様な勤務体制を構築してきました。テレワークにつ

いては，テレワーク用の端末を確保し職員に貸与するとともに，地方公共団

体情報システム機構が構築したＬＧＷＡＮ回線を使用するテレワーク環境

についても，同時試行することで，職員における感染リスクの低減を図ると

同時に，今後のテレワーク等の推進に関する検証も行いました。 

（イ）新型コロナウイルス感染症を踏まえた組織の構築 

令和２年度には，４月に新型コロナウイルス感染症対策の本部機能を担  

う担当を設置し，その後，「特別定額給付金」業務を担う担当の設置や，感

染状況に応じた保健所機能の強化を図ってきました。令和３年度には，組織

改正により「健康医療部」を新設し，新型コロナウイルス感染症対策及び新

型コロナウイルスワクチン接種事業等に関する体制を整備するとともに，１

２月には「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における給付業務を

担う組織を設置しました。 

課題としては，感染の急拡大等に対する即応性や，感染爆発期におけるマ

ンパワー不足などがあります。 

（ウ）新型コロナウイルスワクチン職域接種業務 

自治体を中心に取組を進めていた，新型コロナウイルスワクチン接種に 

ついては，更なる促進に向けて，国は，令和３年６月に，企業や大学などが

接種主体を担う職域接種の申請開始ができる旨を示しました。 

本市においては，来庁者への感染拡大防止や，市としての業務継続などの

観点からも，早期に職員や関係者への接種を進める必要があったため，当該

申請を行い，関係団体との調整等を経て，藤沢商工会議所・藤沢市合同職域

接種として同年９月から実施しました。 

課題としては，当初「８月初旬からの実施」を視野に申請等を行ったもの

の，国からのワクチン供給が遅れたため，実施時期が後ろ倒しとなったこと，

また，そのことにより，当初想定していた接種対象者の接種が進み，結果と

して接種予定人数を「５，０００人」減じたことなどと捉えています。 

なお，実施実績等については次のとおりです。 

ａ 会場 

旧南市民図書館（住所：藤沢市鵠沼東８－２） 

ｂ 実施日程 

（ａ）商工会議所 
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１回目接種：９月１１日（土）～９月２１日（火）（１１日間） 

２回目接種：１０月９日（土）～１０月１９日（火）（１１日間） 

（ｂ）藤沢市 

１回目接種：９月２２日（水）～１０月４日（月）（１３日間） 

２回目接種：１０月２０日（水）～１１月１日（月）（１３日間） 

  ｃ 接種実績 

    総接種回数３８，８２９回（うち，商工会議所分として２３，６２２回，

藤沢市分として１５，２０７回） 

 

イ 今後の対応等 

（ア）新型コロナウイルス感染症を踏まえた多様な勤務体制の構築 

引き続き，感染状況を捉えた勤務体制等を構築するとともに，テレワーク

については，デジタル・トランスフォーメーション（以下，「ＤＸ」という。）

の視点等も踏まえながら推進していきます。 

（イ）新型コロナウイルス感染症を踏まえた組織の構築 

引き続き，全庁の業務状況等を把握し，適切な体制構築を図るとともに，

国や県からの情報等にも注視していきます。 

（ウ）新型コロナウイルスワクチン職域接種業務 

令和３年１１月１７日に国から「３回目の職域接種」に係る実施方針等が

示されているため，今後の国の情報等を注視していきます。 
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（３）企画政策部 

ア 主な取組及び課題概要 

  企画政策部では，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活

用を図るため，庁内周知や事業計画の取りまとめを行い，関係部局や県との

調整を進めました。 

また，感染症の陽性者及びその同居家族等に対する新たな支援策として，

自宅療養者の買い物支援制度の検討を進め，他市の情報収集，庁内調整，包

括連携協定締結企業等との調整を行い，令和３年度９月補正予算での「新型

コロナウイルス感染症自宅療養者等支援事業」へとつなげました。 

例年実施している人権及びジェンダー平等・男女共同参画に係る啓発など

の事業や講演等については，動画配信やオンライン開催に変更するとともに，

松本市との姉妹都市提携６０周年記念事業については，両市のホームページ

を活用した「ホームページ交流事業」として実施しました。また，市表彰式

についても，市民会館から本庁舎での縮小開催に切り替えて実施しました。 

感染症に関する様々な情報については，関係部局と調整し，テレビ・ラジ

オ・広報紙・ＳＮＳによる情報発信を継続し，市ホームページによるやさし

い日本語や多言語による情報発信を行いました。 

   国・県に対しては，市民への感染症対応の充実を図るため新たな補助制度

を創設し，保健所設置市に対する財政支援を行うことなどを要望しました。 

   また，感染拡大防止の観点から，Ｗｅｂ会議システムなどのデジタル環境

の整備を行い，庁議についてはオンライン開催に変更するとともに，その他

の庁内の会議をオンラインで行うよう調整しました。 

 

イ 今後の対応等 

実情に即した効果的な感染症対策を迅速に行っていくため，引き続き， 

国・県や民間事業者等からの情報収集や関係部局と情報共有を密に行いなが

ら，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用等の検討を進

めます。 

また，関係部局と連携しながら，これまでの感染症対応に関する評価・検

証を行い，令和４年度に向けた事業選択（ストップ＆ゴー）の検討を進める

予定です。 

各種事業においては，国・県の方針を踏まえた感染症対策を講じて実施す

るほか，ＩＣＴ等を活用したオンラインでの実施や，コロナ差別やコロナ禍

で困難を抱える女性の問題等にも焦点を当て啓発に取り組んでいきます。 

さらに，テレビ・ラジオ・広報紙・ＳＮＳによる情報発信を継続して行う

とともに，市長メッセージとして市民にタイムリーな情報提供を行うよう，
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健康医療部と連携して取り組みます。 

業務の効率化と市民生活の質を向上させるためのＤＸの取組についても，

関係部局と連携して積極的に進めていきます。 
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（４）財務部 

 ア 主な取組及び課題概要 

財務部では，まず，契約事務について，経済活動の停滞や景気減速に対応

する経済活動支援対策の一環として，前金払の対象となる工事等の請負代金

額を引き下げるとともに，工事請負代金の支払い（工事しゅん工払）を４０

日以内の支払いとしているものを，令和２年７月１日請求受付分から２０日

以内に短縮しました。 

次に，税制上の措置について，国において，令和２年４月７日付け「新型

コロナウイルス感染症緊急経済対策」の発出及び同年４月３０日付け「地方

税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）」の施行により様々

な税制措置が講じられました。このため，これらの措置に基づき，申告期限

の延長や徴収猶予の特例などの支援措置を行いました。 

さらに，新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度を適用した

納税者（滞納者）について，猶予期間満了後も，なお納税が困難な場合には，

収支状況を調査・確認し，換価の猶予制度を適用するなど，個々の状況に合

わせた対応を行っています。また，新型コロナウイルス感染症の影響による

各種支援制度の手続きに必要な税証明書の手数料を免除しました。 

庁舎管理について，新型コロナウイルス感染症対策として，閉鎖時間の変

更や利用の一部休止等の対応を行いました。 

 

【庁舎管理に関する対応】 

①閉鎖時間の変更 ※通常は２１時に
閉鎖 

＜本庁舎来庁者用出入口＞ 
・令和３年７月２２日から９月３０日までは２０時閉鎖 
＜本庁舎５階ラウンジ・屋上庭園及び９階展望デッキ・エレベーター＞ 
・令和３年７月２２日から８月１日までは２０時閉鎖 
・令和３年８月２日から９月３０日までは１８時閉鎖 

②利用の一部休止 
 

＜本庁舎５階市民利用会議室＞ 
・令和３年７月２２日から９月３０日まで夜の部（１７時から２０時半）休止 
※令和３年１０月１日から定員の半数までの利用等の条件付きで再開 

③分庁舎総合案内のロボットへの代替 ・令和３年４月１日からロボットによる案内に変更 

④庁舎出入口における消毒液自動吐
出器（オートディスペンサー）の設置 

・令和３年９月中旬に本庁舎・分庁舎の各出入口に設置 

 

 イ 今後の対応等 

税制上の支援措置として，引き続き納税が困難な状況にある滞納者に対 

しては，納付資力を正しく見極め，適切に対応していきます。 

また，庁舎管理については，庁舎出入口をはじめ，庁舎内各施設の閉鎖時

間の変更，市民利用会議室の一部休止や定員制限について，施設利用者の混

乱を招くこともなかったため，今後も国や県の要請内容に沿った対応を行っ

ていきます。 
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なお，市民利用会議室の定員制限については，県の対応にならい１２月１

日から解除しました。また，分庁舎の総合案内業務をロボットが代替するこ

とについても，特段問題がなかったため，今後も継続する予定です。 

財務部として今後とも国・県等とも連携し，時機を捉え適切に対応してい

きます。 
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（５）防災安全部 

 ア 主な取組及び課題概要 

防災安全部では，出水期を迎えるに当たり，避難所での感染を懸念し，避

難を躊躇することのないよう，令和２年度に引き続き，新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用し，感染症対策用の防災備蓄資機材の

充実を図りました。 

令和３年７月３日の大雨・洪水警報発表に伴う避難指示においては，指定 

緊急避難場所（洪水・崖崩れ）７４か所を開設しましたが，避難者が多くな

かったこともあり，感染症対策をとりながら受付を行い，特に混乱などは生

じませんでした。 

災害対策基本法の改正に伴う避難情報の見直しに当たっては，避難所の 

密を防ぐための分散避難の考え方を地域回覧等により，周知・啓発しました。

分散避難の実効性を高めるため，「感染症対応避難所開設訓練の実施」「車両

避難場所や民間ホテルの協定締結」「避難所混雑状況の可視化」に取り組み

ました。 

また，藤沢市防災会議を感染症対策として書面開催し，藤沢市地域防災計

画には，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ，避難所における過

密抑制など，感染症対策の観点を取り入れる必要性を明記しました。 

各種防災訓練や災害時福祉ボランティアに対する研修，防災リーダー講 

習会等に関しては，基本は発出された緊急事態宣言等を考慮して実施の有無

を検討しました。実施した場合は感染症対策を十分取った中で行いましたが，

多くの市民や職員を集めての訓練は，新型コロナウイルスが蔓延する以前の

完全な形で実施することが困難だと認識しました。 

生活支援としては，アルコール消毒液が品不足になったことに伴い，微酸

性電解水を市民へ無償配布しました。これは，アルコール消毒液などの入手

が困難な状況を受け，市内企業から無償提供いただいた装置等にて生成した

微酸性電解水について，各地区の市民センター・公民館などで，約１１８，

０００リットルを無償配布したものです。 

防犯事業・交通安全事業においては，市民・関係機関と連携して，多数の

参加者とともに実施するキャンペーン・イベント等について，通常の開催方

法では対応が不可能でした。緊急事態宣言下では中止などもありましたが，

それ以外の時期では「３密」を避けるため創意工夫しながら事業展開を図り

ました。 

今後も，市内の各地域団体・関係団体等における防犯意識・交通安全意識

の高揚を維持するためには，事業中止を可能な限り避けながら，実施方法の

変更・新規事業展開などにより取組を継続する必要があります。 



 

29 

 

  また，緊急事態宣言中には，県から飲食店等に対する休業要請・営業時間

短縮要請がされたことに伴い，夜間の照明減少による体感治安の低 下が心

配されました。その対策として各市民センター・公民館と連携し，青色回転

灯装備車両（青パト）による防犯パトロールを実施し，車載マイクで「ワク

チン接種詐欺等への注意喚起」などを呼び掛けました。 

 

 イ 今後の対応等 

避難所の初動対応として必要な感染症対策用の備蓄資機材については， 

必要数を確保できたことから，今後は，避難所開設に伴う資機材の消耗に対

し，必要な補填を実施します。一部の避難所では，感染症対策用の備蓄資機

材の保管場所確保が課題となっていることから，公共施設再整備の機会等を

捉えて防災備蓄倉庫の拡充に努めます。 

職員や市民の防災意識の向上や災害時の対応の実効性を高めるためには，

実地訓練が必要不可欠であるため，感染症対策を取りながら，今後も機会を

捉えて実施します。その中でも，分散避難の実効性を高める取組については，

防災訓練等を通じて熟練度を高めたり，避難場所の協定締結を拡充したりす

るなど，いつ発生するか分からない災害に備えます。 

防犯事業・交通安全事業におけるキャンペーン等については，一斉実施が

困難な状況の中，各地区で様々な創意工夫を行い，取組（例 置き配布，懸

垂幕掲出など）を進めており，これらの新たな取組を市内関係団体で情報共

有するため，取りまとめ等を行います。 

また，地域情報紙との協定，防犯カメラ付き自動販売機の設置，市内バス

への広告掲出など，これまでにない新たな取組をさらに充実させ，防犯意識・

交通安全意識高揚の継続を図ります。 
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（６）市民自治部 

 ア 主な取組及び課題概要 

（ア）施設に関して 

市民自治部では，市民センターの貸室について，午後７時以降の貸室休止

や新規予約受付の休止，定員数の制限を行いました。 

地域市民の家については，新規予約の停止及び午後８時以降の利用を控 

えてもらうよう呼び掛けるとともに，施設に非接触型体温計，消毒液の設置，

３密にならないように呼び掛けるポスターを施設内の利用者の目に入るよ

うな場所へ掲示しました。また，飲食を伴う利用を禁止しました。 

市民活動推進センターについては，感染状況を踏まえ施設の利用時間を午

後８時までに制限し，貸会議室の利用時間短縮や新規予約停止を行いました。

また，作業・交流スペースの利用人数制限の設定，館内飲食の禁止，施設換

気，手指消毒，机・椅子の消毒等の対策を講じました。なお，運営スタッフ

は午後８時以降も施設にて，電話・メール等での相談対応等を継続して実施

しました。 

文書館については，来館者に対する検温と手指消毒の徹底を促すなどの基

本的対策を行ったほか，市民資料室の閲覧席の縮小（半減）や，混み合って

いる場合の入場制限などを行いました。 

（イ）イベント・事業に関して 

地域における会議の開催等については，中止・延期の対応のほか，Ｗｅｂ

会議の活用，書面開催，会議時間の短縮などを行いました。 

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ及び相談については，本市

の行政サービス全般の問い合わせに応じる藤沢市コールセンターや，在留外

国人を対象に各種相談に応じる外国人相談などにおいて対応しました。 

相談業務については，相談員の派遣元である団体などからの申し出により

やむを得ず中止にしたほか，マスク着用・アクリル板越しの対応，電話やメ

ールでの対応，オンラインシステムを利用しての対応などを行いました。 

市民向けのイベント等については，中止・延期・規模縮小の対応のほか，

事前申込み制とし，参加者が特定できるような工夫を講じました。 

また，新型コロナウイルス感染症の影響による各種支援制度の手続きに必

要な住民票等各種証明書の手数料を免除しました。 

 

イ 今後の対応等 

（ア）施設に関して 

市民センターの貸室及び文書館については，今後も基本的な感染対策を 

講じた上で，国・県等の基準に合わせて制限の要否を検討していきます。 
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地域市民の家については，今後，管理者が常駐していない中で，どのよう

に飲食を伴う利用を再開していくか検討していきます。 

市民活動推進センターについては，引き続き感染対策を講じながら，市民

活動支援施設として，相談業務等の機能を維持できるよう対応していきます。 

（イ）イベント・事業に関して 

地域における会議の開催等については，今後も新型コロナウイルス感染症

拡大状況を注視しながら，対面開催ができない場合には代替手段を取ること

により引き続き対応していきます。代替手段としては，主にＷｅｂ会議を採

用してきましたが，Ｗｅｂ会議への参加ができない方への対応について，環

境整備を検討する必要があると認識しています。 

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ及び相談については，藤沢

市コールセンターや外国人相談などにおいて引き続き対応していきます。 

相談業務については，今後も新型コロナウイルス感染症拡大状況を注視 

しながら，対面相談ができない場合には代替手段を取ることにより引き続き

対応していきます。 

市民向けのイベント等についても，今後も新型コロナウイルス感染症拡大

状況を注視しながら，感染防止対策を徹底した上で，事業をできる限り開催

できるよう，引き続き様々な工夫を行っていきます。 

新型コロナウイルス感染症の影響による各種支援制度の手続きに必要な 

住民票等各種証明書の手数料免除については，継続していきます。 
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（７）生涯学習部 

 ア 主な取組及び課題概要 

生涯学習部では，県の対処方針に基づき，各施設における利用方法と事業・

イベントの実施について対応してきました。 

第１波の緊急事態宣言において，図書館やスポーツ施設が閉休館した際に

は，幅広い世代の利用者から，居場所がなくて困る，学習の場として開館し

てほしいといった，施設の開館を望む意見が多く寄せられました。 

このため，施設利用については，各施設の特性を踏まえて，感染拡大防止

に関するガイドラインを策定し，利用人数や時間の制限（夜間の時間帯の利

用休止），新規予約の受付休止等，感染防止対策を図りながら市民生活に極

力影響のないよう取り組みました。 

また，イベントや事業については，Ｚｏｏｍを活用した講演会の開催やＹ

ｏｕＴｕｂｅチャンネルの開設等による情報発信を積極的に行い，新たな生

涯学習の形が定着しました。 

一方，施設の利用人数や時間の制限について，市としての基準が明確では

なかったため，市民への説明が難しい状況があったことが課題となりました。 

イベントや事業については，事業の広報周知等を行う準備期間中と事業の

開催時期で，感染状況が大きく変化する場合があり，実施の可否や実施方法

の変更を含めた対応策について判断が難しかった場合もありました。 

なお，図書館については，来館者数は減少したものの，予約受付件数は増

加傾向にあり，さらにインターネット予約件数が占める割合も増加している

ことから，図書に対するニーズとともに，インターネットを活用し窓口でス

ムーズに貸出等を行う利用方法が定着しています。 

 

 イ 今後の対応等 

施設の利用及び事業・イベントの実施については，県の対処方針や市の基

準及び各施設のガイドラインに沿って，感染拡大防止策を講じた上で，適切

に判断していきます。 

また，施設の利用については，公民館や市民会館において，人と人との間

隔や，部屋の広さ等を考慮し，積算根拠を明確にした新たな貸出定員数を設

定して運用を開始しています。 

事業やイベントの実施については，オンライン配信やハイブリッドでの実

施方法等も積極的に取り入れ，感染拡大防止策を徹底しながら実施できるよ

う取り組んでいきます。 
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（８）福祉部 

 ア 主な取組及び課題概要 

（ア）保険料の減免・納付猶予及び手当金・給付金等の対応 

福祉部では，収入が減少し，納付が困難な方に対して，国民健康保険，後

期高齢者医療，介護保険及び国民年金保険の保険料の減免・納付猶予を行い

ました。また，国民健康保険被保険者が感染，若しくは感染の疑いにより，

労務に服することができなかった期間について，新型コロナウイルス感染症

に係る傷病手当金を支給しましたが，第５波の感染拡大期には，相談件数が

急増し，その後の申請件数も増加しました。 

住居を喪失又は喪失するおそれのある方については，住居確保給付金とし

て，家賃相当分の住宅費の給付と就労支援を行い，住居の確保及び就労に向

けた支援を実施するとともに，藤沢市社会福祉協議会が行う貸付金の利用が

終了した世帯に対しては，生活困窮者自立支援金として，就労支援と合わせ

て支援金を給付してきました。 

 （イ）高齢者に関する相談・支援 

高齢者の自粛生活が長引くことによる様々な影響が心配されたため，ひと

り暮らし高齢者の個別訪問を行うとともに，サービス付き高齢者住宅等の居

住者への対応として，施設を訪問し，施設職員に感染症対策の取組状況や居

住者の困り事，課題等の聞き取りを行いました。 

また，高齢者の外出機会の減少による健康維持が課題となったため，フレ

イル予防対策の普及啓発にも力を入れて取り組んできました。 

高齢者のみに限らず，ワクチン接種に関する情報を得にくい環境の方々や，

接種を希望しているものの接種方法が分からないなどの方々に対しては，相

談に応じられるよう検討を行い，様々な場面において個別支援に取り組みま

した。 

（ウ）生活支援 

生活困窮する方に対し，自立相談支援を実施し，コロナ禍にあっても，そ

の人らしい生活を送るための支援を，本人とともに考え，そのために必要な

支援やサービスに繋げる取組を行ってきました。また，生活がひっ迫し，食

に困っている方が増加していることから，環境部のフードドライブとの連携

や民間企業からの寄附，地域団体からの協力も得ながら，フードバンクふじ

さわ及び様々な関係団体と連携した食料支援を実施してきましたが，ニーズ

に対し食料の確保が追い付いていないという課題も生じています。そのよう

な中，課題解決策の一つとして，令和３年１２月から新たに各市民センター・

公民館における食料の受付を開始し，多くの寄附をいただきました。 

新型コロナウイルス感染症自宅療養者への支援として，陽性者及びその同
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居家族等で，様々な事情により自身では食料や生活に必要な物資などを確保

できない方に対し，緊急的な支援を実施しました。 

コロナ禍において，コミュニティ形成のきっかけづくりやＩＣＴの普及を

目的にオンライン上での国際交流事業を実施するとともに，高いニーズがあ

るスマホ講座を，民間事業者，地域団体，郷土づくり推進会議等と連携して

実施し，多くの市民に参加いただきました。 

（エ）施設等の対応 

藤沢聖苑や大庭台墓園，藤沢市斎場では，利用者への感染予防対策の徹底

を促すとともに，葬祭業組合等とも連携し，細心かつ丁寧な対応に努めてき

ました。 

太陽の家体育館では，太陽の家利用者の感染を防止するため，市内の感染

拡大状況により不特定多数の一般利用制限等を実施してきました。 

老人福祉センターの利用については，感染予防に関するガイドラインを作

成し，それに基づいた利用を依頼するとともに，予約制とし，一般利用につ

いては制限してきました。 

 （オ）イベント等の対応 

地域活動見本市では，無観客とし，関係者はバーコード付き入館証での入

退場管理をするなど感染拡大防止策を徹底し，後日その様子をＹｏｕＴｕｂ

ｅにより配信する方法で開催しました。 

（カ）事業所等への対応 

障がい福祉サービス事業所に対し，国，県との連携により衛生用品（手袋・

マスク・消毒薬等）を配布するとともに，市において微酸性電解水の配布を

行いました。また，当事者及び事業所職員に対し，ワクチン接種の希望状況

等の調査を実施するとともに，ワクチン接種医療機関の情報提供を実施しま

した。 

介護保険サービス事業所についても同様に，微酸性電解水を配布するとと

もに，県と情報共有等を行いながら，定期的な調査のもとに，衛生用品を配

布しました。 

また，事業所における感染症発生の際には，県や保健所との連携を図りつ

つ，サービス運営に関する相談支援や緊急的な衛生用品の配布対応，従事者

が自宅に帰ることが困難な場合の宿泊先の調整等のバックアップ対応に努

めてきました。 

（キ）その他の対応 

生活保護の申請相談については，対人距離を確保した上で面接時間が長時

間にならないよう工夫して対応してきました。訪問調査については最低限度

必要なもののみ実施することとし，電話連絡により生活環境・病状・就労状
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況等を聴取する等，できる限り生活状況の把握に努めましたが，電話や手紙

だけでは生活実態が正確に把握できない場面も多く，細やかな支援が難しい

という課題も見えてきました。 

また，障がい者手帳の交付では，感染拡大防止の観点から手帳交付時の説

明会を廃止し，手帳及び資料を郵送する方法に変更しました。 

 

 イ 今後の対応等 

（ア）保険料の減免・納付猶予及び手当金・給付金等の対応 

保険料減免の周知については，広報ふじさわや市ホームページへの掲載，

納入通知書の案内文への記載により行っており，今後も状況に応じた周知方

法について引き続き検討していきます。 

住居確保給付金については，有期限の制度であることから，期間内に就労

や生活再建が困難であった方や，制度終了後再び困窮状態に陥った方など，

引き続き自立に向けた相談支援を行っていきます。生活困窮者自立支援金に

ついては，再支給（最大３カ月）が可能となり，初回申請の受付期間も令和

３年１１月末から令和４年３月末まで延長となったことから，引き続き，未

申請の対象者並びに再支給対象者に確実に情報提供を行っていきます。 

 （イ）高齢者に関する相談・支援 

コロナ禍での高齢者個別訪問等で明らかになった様々な課題については，

関係部門と共有するとともに，継続してフレイル予防対策の普及啓発に力を

入れていきます。 

また，ワクチン接種に関する情報を得にくい環境の方々や，接種を希望し

ているものの接種方法が分からないなどの方々に対しては，今後も個別に相

談に応じていきます。 

 （ウ）生活支援 

自立相談支援については，引き続き本人との面談を重ね，必要な支援策を

検討していきます。 

フードバンクによる食料支援については，ニーズに対する食料を確保する

ため様々な企業や団体に協力いただき，拡充を目指していくとともに，生活

にひっ迫している世帯の把握に寄与することから，そこからの生活支援など

にも繋げていきます。 

新型コロナウイルス感染症自宅療養者等の支援についても，令和４年３月

末まで緊急的な支援を実施していきます。 

オンラインによる国際交流事業については，今後も参加者の確保に努める

とともに，コミュニティ形成を支援し，地域生活課題の解決に資する取組の

実施に繋がるよう調整していきます。また，スマホ講座については，今後も
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様々な団体等と連携し，講座を開催していくとともに，フォローアップ講習

なども検討していきます。 

 （エ）施設等の対応 

感染の再拡大に伴う火葬件数の増加に対応するため，関係事業者等との連

携を強化するとともに，近隣市の火葬場との相互連携についても協議を進め

ています。 

また，太陽の家体育館の利用制限については，一般利用者等への丁寧な説

明を継続することにより理解を求めるとともに，代替案として，公民館等の

体育館の利用を引き続き案内していきます。 

老人福祉センターの一般利用については，今後の感染状況を踏まえ検討し

ていきます。 

 （オ）イベント等の対応 

イベントについては，引き続き感染対策を徹底するとともに，有観客とな

った際の受付時間の長さや会場出入りの流れなど，関係団体等との協議を踏

まえ整理していきます。 

 （カ）事業所等への対応 

障がい福祉サービス事業所への対応については，県によるアルコール消毒

液の確保及び事業所への配布が令和３年度中にシステム化されたことから，

微酸性電解水の配布は終了しています。緊急備蓄用品については保管場所の

確保に努めるとともに，ワクチン接種医療機関等の情報提供を密に行ってい

きます。 

介護保険サービス事業所の対応については，引き続き，病床ひっ迫時にお

ける感染拡大等を想定したバックアップ体制の強化が課題と考えており，特

に，比較的小規模の事業所における対応では，県等の関係機関とともに，事

業所との意見交換等を行いながら体制整備に努めていきます。 

 （キ）その他の対応 

生活保護に関する対応及び障がい者手帳の交付については，引き続き，感

染対策に十分配慮した対応を行っていきます。 
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（９）健康医療部 

 ア 主な取組及び課題概要 

健康医療部では，新型コロナウイルス感染症に係る検査，疫学調査，健康

観察，ワクチン接種事業などの業務において，保健予防課及び地域保健課を

中心に，部内応援体制を構築し対応しました（詳細については検証報告書（保

健所業務編）を参照）。 

新型コロナウイルス感染症に係る対応以外の保健所業務については，第５

波の感染急拡大期においても，市民の生命・健康に関与した業務を継続する

必要があることから，新型コロナウイルス感染症対応業務と並行して業務を

継続しました。 

また，感染拡大防止の観点から，講座やイベントを中止または延期等とし

たことにより，コロナ対応の部内応援に従事することができた一方，第５波

では，これまでにない感染者の急増により，職員の時間外勤務が増大するな

どの課題もありました。 

精神保健事業では，新型コロナウイルス感染症の影響によりストレスを抱

えている方や，感染症対応に従事する医療関係者等の相談に対応するため，

「ふじさわコロナこころの相談専用ダイヤル」を設置し，保健師や福祉職等

が対応しました。 

母子保健事業では，個別支援と集団支援がありますが，個別支援について

は感染拡大防止策を講じつつ，対象者の意向も尊重しながら中止することな

く継続して事業を実施しました。新型コロナウイルス感染症を理由に対面で

の相談等を断られることもありましたが，電話相談等，対象者が抱えている

課題に対応しました。 

一方で，自粛生活が長期化し，外出先も制限される中，家庭訪問等により，

対面で相談できることが安心につながるという意見も聞かれるなど，母子の

孤立化防止に繋げることができました。 

また，健康診査並びに一部実施期間を限定しているがん検診及び高齢者イ

ンフルエンザ予防接種では，希望者が受診及び接種の機会を逃してしまうこ

とがないよう，令和２年度及び令和３年度において通常時よりも期間を１か

月延長しました。さらに，高齢者のインフルエンザ予防接種については，令

和２年度は無料で実施し，接種率の向上に努めました。 

管内の医療機関への立ち入り検査については，厚生労働省からの事務連絡

に基づき，令和２年度の実施を見送ったことで，不特定多数の接触を抑制し，

新型コロナウイルス感染症拡大防止に寄与したとともに，医療機関の負担軽

減につながりました。 

新型コロナウイルス感染症の影響による経済的理由等で生理用品が購入
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できない女性への緊急支援としては，防災備蓄品の生理用品を無償配布する

とともに，各種相談先の情報提供を行いました。 

 

 イ 今後の対応等 

令和４年１月１日から新型コロナウイルス感染症対策担当を保健予防課

に設置し，より効果的な組織へと改編するとともに，全庁応援体制について，

より早期の職員配置ができるよう，応援体制を発動できる基準の見直しを行

いました。 

新型コロナウイルス感染症に関する受診相談体制については，電話回線 

を増やすとともに，相談員も増やし，体制強化に努めました。 

精神保健事業については，今後も引き続き新型コロナウイルス感染症に係

る相談体制を維持していきます。 

母子保健事業については，現在の感染拡大防止策を講じた実施・運営に 

大きな課題がないことから，現行の事業については引き続き実施していきま

す。 

また，感染状況やそれに伴う国，県及び市の動向を注視しつつ，制限の緩

和や縮小していた内容の再開等，本来の事業目的に沿う内容に戻せるよう，

検討を継続していきます。 

健康診査，がん検診及び予防接種事業の期間延長については，コロナ禍に

おいて，医療機関の業務が増大している状況であり，医療機関に更なる負担

を強いることが課題となっているため，今後においては，新型コロナウイル

ス感染症の蔓延状況や国，県の状況を踏まえ，判断していきます。 

管内の医療機関への立ち入り検査については，令和３年度は書面による検

査を行った上で，必要に応じて規模を縮小して立ち入り検査を行います。令

和４年度以降も，新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み，適宜対応してい

きます。 
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（１０）子ども青少年部 

 ア 主な取組及び課題概要 

（ア）保育所や幼稚園に関すること 

認可保育施設においては，施設職員や園児の感染者が，令和３年７月中

旬頃から，増加基調に転じ，８月から９月までの間はさらに大幅な増加が

見られました。これに伴い，７月は７施設，８月は２１施設，９月は９施

設が臨時休園になりました。 

令和３年８月２日の緊急事態宣言発出に伴う対応として，県の実施方針

に基づき，保育施設については原則開所する前提のもと，保護者に対して

は，園児の体調不良時の登園見合わせをはじめ，可能な範囲での預かり時

間の短縮へ協力を要請するとともに，緊急事態宣言期間に自主的に登園を

見合わせた場合には保育料を減免する取扱いとしました。感染者が確認さ

れた保育施設では，保育課で作成し配付した対応手順書に基づき，市と連

絡調整を行いながら，疫学調査や保護者対応等を行いました。 

なお，市内の私設（認可外）保育施設に対しては，市内認可保育施設に

おける対応について情報提供することにより，認可保育施設に準じて感染

症対策を図りながら原則開所とする対応を依頼しました。 

幼稚園については，行政からの周知等は県の役割となりますが，市では

市内認可保育施設への通知等を参考送付しました。しかしながら，臨時休

園をした施設の保護者には，長期間，勤め先を休まざるを得なくなる方も

おり，多大な負担となっていることから，臨時休園期間の短縮が課題とな

っています。 

また,保育施設では，感染対策を実施していますが，園児のマスク着用は

困難であるとともに，どうしても密にならざるを得ない環境であることか

ら，感染対策には限界がありました。コロナ禍において保育課では，保育

施設での感染者発生に伴う臨時休園や疫学調査の対応，登園見合わせによ

る保育料減免処理等，業務負担が増加しました。 

（イ）放課後児童クラブや青少年施設等に関すること 

放課後児童クラブにおいては，第１波から放課後児童クラブでの感染拡

大防止を図るため，通所に関する基準を定め，事業者や保護者へ周知し，

放課後児童クラブの現場における実践を依頼してきました。第５波の期間

は，放課後児童クラブに通所する児童や勤務する職員が新型コロナウイル

スに感染し，休所する放課後児童クラブが増加しました。また，小学校の

夏期休業期間中と重なり，放課後児童クラブの開所時間が長くなること

で，長期間休所せざるを得ない事例もありました。 

放課後児童クラブにおける感染拡大の防止を図るため，緊急事態宣言期
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間中は放課後児童クラブへの通所自粛を保護者に要請し，自粛日数に応じ

て月額入所料を返金しました。第５波の期間は，月額入所料返金にあた

り，保護者へ自粛報告書の提出を依頼しましたが，提出の遅れや事務作業

の増大等の課題が生じました。 

放課後子ども教室については，緊急事態宣言期間中や小学校休校期間中

は，事業を休止しました。宣言解除後も児童と見守る人の安全確保等のた

め，教室ごとに休室，実施回数や実施場所の縮小及び利用人数の限定等の

対応を取っています。 

青少年施設については，消毒作業時間確保のために利用時間縮小や人数

制限を設けつつ，事業の縮小を行って運営を行いました。縮小運営によっ

て親子や友人と利用できない児童もいました。 

（ウ）子育て支援事業に関すること 

子育て支援センター及びつどいの広場では，令和２年３月１日から５月３

１日の間は「ひろば」を休所し，電話による相談を実施するとともに，ホー

ムページや子育てアプリふじさわ，フェイスブックを活用し，子育て世代に

寄り添う応援メッセージや相談窓口に関する情報を発信しました。同年６月

以降は，感染対策の徹底と面積に応じた利用人数の制限を行いながら，予約

制にて開所しました。第５波では，利用人数をさらに抑制し，感染防止策を

強化する一方で，緊急性の高い相談については，個別対応をするなどの工夫

をしながら，子育ての不安の解消を図りました。 

ひとり親家庭相談においては，就労や経済的支援に関する相談が寄せられ，

各種給付金や貸付など，必要な支援につなげました。 

子育て短期支援事業は,「施設型」事業の一部の利用を制限しましたが，

子どもの生活支援事業では十分な感染対策を行いながら，通常通り事業を継

続することができました。 

子ども発達関連の各種講座では，対面や集合から，オンラインを活用した

講座に切り替えて実施しました。受講しやすいという意見が多くありました

が,タイムリーに質問が受けにくいことや，申込期間が過ぎて受講できなか

った方もいたため，実施方法や配信時期等を検討していく必要があります。 

（エ）各種手当・臨時給付金業務に関すること 

子ども青少年部では，新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子

育て世帯に対して，様々な臨時給付金業務を実施しています。各種手当の

給付や医療費の助成など，コロナ禍においても停止できる業務がない中

で，感染症の影響が長期化し困窮する低所得のひとり親世帯や，家計が急

変した世帯への給付は迅速な対応が求められるなど，令和２年４月の緊急

事態宣言発出以降，業務執行体制の整備に苦慮しました。 
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各種手当の支給業務については，多くが窓口申請のほか電子や郵送申請

に対応していますが，面談実施の観点から原則窓口対応とされている児童

扶養手当受給者への現況届の受付について，国からの「新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止等のための児童扶養手当業務における対応について」

の通知を受け，緊急事態措置期間の８月に実施した上記現況届の受付を，

面談による受付だけでなく，郵送対応も一部可能としました。面談受付を

行う際は，距離を確保し，マスクを着用する等，感染リスクを最小限にす

るよう配慮した形で実施しました。しかし，児童扶養手当の受給要件の確

認のため，生活状況の聞き取りが必要な場合は，郵送対応ができないた

め，受給者全てを郵送対応とすることが難しい点が課題となります。  

 

イ 今後の対応等 

（ア）保育所や幼稚園に関すること 

保育施設については，原則開所の前提のもと，基本的な感染対策を継続

します。利用者や従事者等に感染者が確認され,施設内感染の可能性がある

場合には，臨時休園としますが，休園期間については，感染状況や疫学調

査・検査の実施体制を踏まえて，精査します。 

また，臨時休園とした際に，園児の保護者が感染症対策に欠かせない業

務に従事する医療従事者等で保育が必要な場合には，感染状況を踏まえて

人員確保の状況により可能であれば緊急的な保育を行います。 

認可保育施設のコロナ禍における施設運営の課題については，把握を行

い，今後の対策に繋げていきます。 

また，保育施設職員向けのワクチンの追加接種については，ワクチン接

種体制の状況等に応じて検討を行います。 

（イ）放課後児童クラブや青少年施設等に関すること 

感染拡大の防止を図るための放課後児童クラブへの通所基準を定めたこ

とで，放課後児童クラブにおける感染拡大，休所期間ともに最小限に抑え

られたと捉えています。引き続き，事業者と連携しながら通所基準の順守

を徹底することで，感染防止を図っていきます。 

感染者発生に応じて放課後児童クラブを休所することについては，感染

拡大防止と保護者の就労支援の両面に配慮し，運営事業者・保健所・小学

校と連携を取りながら，今後も適切な対応を進めます。 

放課後子ども教室は，子どもの見守りに従事するボランティアも含め，

感染拡大対策を講じながら，事業実施日数等を増やすことについて，運営

委員会・小学校等と検討していきます。 

青少年施設は感染状況を踏まえ，今後は児童の居場所として，利用時間
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や利用人数の制限の緩和についての検討を行う必要があります。 

第５波で実施した放課後児童クラブの月額入所料の返金時に，保護者の

提出書類の遅れや，事務作業の増大等の課題が発生しました。この点を踏

まえ，今後，当該返金を実施する場合の内容の変更等を検討します。 

（ウ）子育て支援事業に関すること 

子育て支援センターやつどいの広場等の「ひろば」の休所中における電話

相談では，「在宅勤務となり生活パターンの変化や保育園・幼稚園の登園自

粛で家事・育児の負担が増えた」「遊び場がなく自宅でずっと過ごしている

ため，他の子どもや大人との交流が全く持てなくなり親子共にストレスが増

えた」「マタニティに関する病院や行政の教室がなくなり不安だった」など，

子育て世代の居場所や相談の場を求める声が多く寄せられ，コロナ禍におい

て子育て家庭が不安や負担感，閉塞感を募らせ，孤立する姿を浮き彫りにし

ました。 

このため，コロナ禍においても子育て世代の居場所や相談の場の確保は必

要であることから，利用人数の上限設定や事前予約制などの感染症対策の徹

底を図りながら，子育て支援センターやつどいの広場については，可能なか

ぎり「ひろば」を開所することとします。 

また，子ども・子育て・青少年相談及びひとり親家庭相談についても，相

談の場の確保を図るため，感染症対策を十分に行った上で，相談体制を維持

し，必要な支援につなげる取組を進めます。 

子育て支援に関する各種事業についても，感染症対策を十分に行った上で，

継続して実施することとし，緊急事態宣言の再発出や小学生以下の子どもの

感染者の急拡大等があった場合については，事業の制限等を検討します。 

また，研修や講座についてはオンラインと集合のハイブリッド型での開催

や配信時期等を考慮したオンライン開催を検討していきます。 

（エ）各種手当・臨時給付金業務に関すること 

これまでは，全庁的な基準に基づく業務縮小を行わなかったため，各部

において応援職員を派遣することが難しく，臨時給付金のように突発的か

つ臨時的に対応しなければならない業務が生じた場合でも執行体制の整備

に相当な労力を要したことから，藤沢市コロナ版業務継続計画を踏まえ，

必要な人員を生み出すための基準を整理することが重要であると考えま

す。 
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（１１）環境部 

 ア 主な取組及び課題概要 

環境部では，不特定多数の方々が排出するごみを扱う職員の感染防止（手

袋・マスク等の個人防護具の使用，手洗い・うがいの励行，できるだけごみ

に直接触れない等）を徹底するとともに，市民の処理施設（リサイクルプラ

ザ藤沢及び石名坂環境事業所）へのごみの持込について，可能な限りの自粛

（収集の計画的な利用）を要請したところ，コロナ禍において家庭系ごみの

量が増加した一方で，ごみの持込件数については，新型コロナウイルス感染

症の発生以前と比較して，ほぼ横ばいとなっています。 

問い合わせも多くありましたが，説明する中で，市民等の理解を得られて

いると考えています。 

また，焼却施設，リサイクルプラザ藤沢の団体見学（市民等が対象）では，

三密を回避できないとの理由で，受入れを中止してきましたが，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大状況等を踏まえ，令和３年１２月から再開してい

ます。 

このほか，感染拡大防止のため，これまで窓口で提出や交付を実施してい

た事務の一部を郵送可能とするなどの取組を行ったほか，フードドライブで

は，食品ロスを減らすことを目的に集めた食品をフードバンク団体や社会福

祉協議会へ提供し，コロナ禍で生活困窮する方への食の支援につなげること

ができました。 

一方，リサイクルプラザ藤沢環境啓発施設において，緊急事態宣言期間中

は，感染拡大防止の取組として「臨時休館」とし，それ以外の期間中も，入

場制限（１０人程度まで）や施設での啓発事業中止等の制限など，実施規模

を縮小して施設運営を行った結果，来館者が大幅に減少しています。 

 イ 今後の対応等 

市民のごみ処理施設へのごみの持込自粛（収集の計画的な利用）の要請に

ついては，施設内での三密を回避するため，新型コロナウイルス感染症が収

束するまでは，引き続き，継続していく必要があり，今後の感染拡大の状況

によっては，持込休止の対応も必要となります。 

また，団体見学の受入れや，各種啓発事業については，中止・延期等対応

を図ってきたものもありますが，啓発事業の推進に向けて，感染拡大防止策

を前提とする安全な実施方法等について，引き続き検討していきます。 
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（１２）経済部 

 ア 主な取組及び課題概要 

経済部では，新型コロナウイルス感染症の感染が拡大状況であった第５波

においては，「密」になる状況を避けるための工夫を取り入れつつ，市内事

業者の事業継続が図れるよう，取り組みました。 

具体的な取組として，江の島周辺の観光施設等の混雑状況が確認できるシ

ステム「ＥＮＯＭＡＰ」の配信を継続することで，観光施設の混雑状況の可

視化を図り，観光客が「密」になる状況を回避するとともに，ビッグデータ

による観光客の動態調査を行い，行動変容の把握に努めました。他に先んじ

てデジタルによる密回避につながる対策や，ビッグデータ分析による行動変

容の把握が報道メディアに取り上げられたことにより，多くの好意的な意見

があり，安全で安心な観光地としてのイメージアップにつながりました。 

市内事業者に対する取組としては，「藤沢市店舗・事業所等リニューアル

補助金」を交付することにより，市内の施工業者の受注促進に努めるととも

に，事業収入が減少した中小企業者及び個人事業者を対象に，「藤沢市中小

企業事業継続支援金（第２弾）」を交付することで，今後も市内で事業を継

続するための支援を行ったほか，テレワークなどの環境整備に係る経費への

補助を行うことにより，新しい生活様式に対応した働き方への移行を促進し

ました。 

就職活動や働く上での様々な悩み，不安等に対してキャリアコンサルタン

トが相談に応じる「働き方相談室」では，相談件数が増加したため，相談日

数を従来の週２回を週３回に増やして，就職・転職活動の支援体制を拡充す

るとともに，労働会館では，感染防止対策を徹底した上で，利用人数の制限

を行いながら貸室を継続しました。 

また，市民ニーズが高い地産地消講座を実施するにあたっては，参加者の

手指消毒や体温測定を行った上で，人数制限を行いながら農産物の収穫体験

を行うとともに，例年行っていた収穫物を使用した調理実習を中止すること

により，感染拡大の防止に努めました。 

経済対策や事業者支援などを実施するにあたっては，常に最新の感染状況

を見据えつつ，国及び県の動向を注視する必要があり，フェーズに応じた適

切な支援策をいかに速やかに実施するかが課題となりました。 

 

 イ 今後の対応等 

経済部における現時点での今後の対応等についての考え方としては，常に

感染症の動向を注視し，その拡大状況に応じた事業者支援等が滞りなく実施

できるよう努めていきます。 
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市内事業者の状況については，経済団体と常に連携を図りながら把握に努

めるとともに，感染動向と市内経済の状況を常に意識し，既存の取組にとら

われず，柔軟な対応による事業者支援を検討していきます。 

就労支援及び雇用対策については，就労支援・資格取得講座の利用促進，

国及び県が進める雇用対策等の取組の周知に注力し，今後の経済，雇用情勢

を注視し，適宜新たな対策について検討していきます。 

観光イベントの開催では，引き続きＤＸの活用などにより，密の回避を図

るほか，ビッグデータの分析結果を基に今後の観光振興施策を検討していき

ます。また，常に感染リスクを回避しながら，効率的かつ効果的な集客を可

能とする運営について取り組んでいきます。 

農水産業のイベント及び講座においては，国のガイドラインに従いながら，

安全を確保した上で実施します。 
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（１３）計画建築部 

 ア 主な取組及び課題概要 

計画建築部では，主な取組として，市民が安心して公共交通（路線バス・

タクシー）をご利用いただけるよう，藤沢市路線バス・タクシー新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止対策補助金として，マスク・消毒液等の物品の購入

又は消毒作業等に要する費用について，路線バス１台当たり２万円，タクシ

ー１台当たり１万円を,市内の営業所で保有する台数に対して支援を行いま

した。 

あわせて，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等により住居から退

去を余儀なくされたなど，居住が不安定な方へ住宅を一時的に提供できる体

制を整えています。 

また，工事発注時の特記事項に，新型コロナウイルス感染症対策に努める

旨を記載し，工事施工業者に対して現場における検温や手洗い等，基本的な

感染症対策を指導するなど，感染拡大防止に努めました。 

窓口業務における基本的な感染防止対策としては，アクリル板やビニール

シートを設置し，飛沫感染リスクの軽減を図るとともに，定期的に消毒する

ことで衛生環境の向上に努めました。あわせて，申請手続きの一部を郵送対

応に切り替える等の対応を行うことで，窓口での接触機会の軽減を図りまし

た。 

一方，窓口業務に使用している窓口端末については，一部使用を制限し，

利用者同士の間隔を空けた運用としましたが，利用可能台数が減少したこと

により，利用待ちの行列が発生しました。 

第５波の期間では，市民等を対象とした説明会等については，事前申込制

による参加人数の特定や参加者名簿の作成，会場の座席間隔の確保等に配慮

しました。 

  

 イ 今後の対応等 

   引き続き，第５波の期間と同様に，市営住宅の受入れ体制を継続し，工事

施工における感染症予防対策に関する指導を行います。 

   あわせて，窓口業務については，基本的な感染防止対策を講じるとともに，

引き続き接触機会を避ける等の対策を図る一方で，窓口端末については，感

染小康期に可能な限り多くの端末を利用できるような運用を行います。 

また，説明会等についても，これまでの事例を踏まえ，対面形式やＷｅｂ

形式，書面形式など，感染状況に応じた対応を行います。 
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（１４）都市整備部 

 ア 主な取組及び課題概要 

（ア）施設対応について 

都市整備部では，市内の各公園について，市民の健康維持や災害時の一時

避難場所としての機能に鑑み，閉鎖せず，公園利用に関する注意看板の設置

やパトロール，トイレに石鹼を備えるなど，感染拡大防止策を可能な限り行

いながら，平常時と同等の対応を図りました。 

また，第４波の期間では，関係部と連携し，公園飲みの実態調査を行うと

ともに，大人数や長時間の飲食及び飲酒を控える旨の注意喚起看板の設置や，

パトロールによる啓発活動を実施しました。 

さらに，指定管理者が管理する公園の駐車場については，第１波の期間を

除き，原則として平常時と同等の運営としていました。しかし，沿岸部の鵠

沼海浜公園については，３回目の緊急事態宣言期間における県内の病床数が

ひっ迫していたこと等を踏まえ，市外からの流入による感染拡大を防止する

観点から，沿岸部及び江の島島内にある県管理の駐車場や一部の民間駐車場

等の閉鎖と合わせて閉鎖を行いました。閉鎖の対応にあたっては，開閉の判

断となる統一的な基準がなかったことが課題となりました。 

 （イ）イベントについて 

都市整備部における表彰イベントでは，出席者及び従事者の人数削減や，

座席の間隔の確保などにより，第５波の期間においても平常時と同様に実施

しました。また，指定管理者によるイベントや講習会については，状況に応

じて中止を要請しましたが，手指消毒やマスク着用等の基本的な感染防止策

を講じるとともに，人数制限や時間短縮等の対応を図り，可能な事業は実施

しました。 

各種イベントの中止や規模縮小に伴い，市民に対するみどり行政等の普及

啓発の機会が例年に比べて減少したことや，藤沢駅北口でのにぎわい創出の

機会が損なわれたことから，これらの対応が今後の課題となっています。 

  

 イ 今後の対応等 

（ア）施設対応について 

   公園については，「コロナ禍における施設等の開閉基準」に基づき，原則

として利用可能としますが，利用にあたっては密集を避けることや，遊具等

は不特定多数の方が利用することから，手指消毒やマスク着用等，基本的な

感染防止策を徹底していただくため，引き続き市ホームページや啓発看板

等により周知していきます。 

   また，公園駐車場については，「コロナ禍における施設等の開閉基準」に
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基づき，感染状況を鑑みて，開閉の判断を検討していきます。 

さらに，鵠沼海浜公園駐車場については，同基準に基づき，感染状況を踏

まえるとともに，県や近隣市，民間事業者等との協議を速やかに行い，開閉

の判断を検討していきます。 

 （イ）イベントについて 

   引き続き，感染症対策に取り組むとともに，効率的かつ広くみどり行政等

の普及啓発に関する情報発信を行います。また，藤沢駅北口での各種イベン

トについても，感染状況によって，中止や規模縮小の判断をしていきます。 
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（１５）道路河川部 

 ア 主な取組及び課題概要 

道路河川部では，指定管理者が管理する自転車等駐車場について，第１波

の期間では，定期利用者に対し，更新期限の延長を行うことで一定期間の閉

鎖を行いましたが，以降は基本的な感染症対策を徹底することにより，第５

波の期間においても通常どおりの管理運営を行いました。 

一方，駐車場については，第１波の期間ではゴールデンウィーク，第５波

の期間では夏季休暇期間と重なり，沿岸部では県内外からの流入が生じたこ

とから，閉鎖等の要望が多く寄せられました。これらを踏まえ，市外からの

流入による感染拡大を防止する観点から，市が管理する駐車場の閉鎖と合わ

せて，沿岸部及び江の島島内にある県管理の駐車場や一部の民間駐車場に対

し，第１波及び第５波の期間において，閉鎖を要請しました。併せて，路上

駐車や生活道路の交通渋滞など，交通安全上の問題や緊急車両の通行への影

響等の調査を行い，駐車場閉鎖による実態の把握に努めました。駐車場の閉

鎖の対応にあたっては，開閉の判断となる統一的な基準がなかったこと，及

び，閉鎖は，沿岸部一帯で対応する必要があることから，県や近隣市等との

密な調整をより早期に進めることが課題となります。 

また，第４波の期間では，関係部との連携により，路上飲みの実態調査を

行うとともに，大人数や長時間の飲食及び飲酒を控える旨の注意喚起看板の

設置や，パトロールによる啓発活動を実施しました。 

市が発注する公共工事等では「建設業における新型コロナウイルス感染予

防対策ガイドライン」を踏まえ，現場での感染対策の徹底を図り，工事等を

継続しました。 

  

 イ 今後の対応等 

   自転車等駐車場については，エッセンシャルワーカーの利用も想定され

ることから，「コロナ禍における施設等の開閉基準」に基づき，原則として

引き続き平常時と同様の管理運営を行います。 

   また，駐車場についても，同基準に基づき，感染状況を踏まえるとともに，

県や近隣市，民間事業者等との協議を速やかに行い，開閉の判断を都度検討

していきます。  
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（１６）下水道部 

 ア 主な取組及び課題概要 

下水道部では，市民等への生活支援として，必要な方に対し，県と連携し

て上下水道使用料の支払い猶予を行いました。同使用料の支払い猶予に関す

る市民等からの相談や申請は，第１波の期間に多く寄せられ，特に令和２年

５月では最多となる３０件の申請がありました。第５波の期間では，毎月１

件の申請件数と，比較的少ない状況でしたが，断続的に相談や申請がなされ

ていることから，支払い困難な方への支援に寄与したものと考えます。 

また，市民を対象とした事業として，年に１度開催する下水道フェアや，

浄化センターの施設見学について，感染拡大防止の観点から中止するなど，

緊急事態宣言下における必要な措置を行いました。 

その他，窓口業務に関し，主に事業者を対象とした窓口業務の一部につい

て予約制を試行実施し，窓口での混雑緩和に努めました。 

 

 イ 今後の対応等 

   引き続き，必要な方への下水道使用料の支払い猶予を行うとともに，第５

波と同等の感染拡大となった場合は各種事業の中止などにより，感染拡大

防止に努めます。 

   また，今後も窓口業務における予約対応を行うなど，基本的な感染防止策

を講じていきます。 
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（１７）市民病院 

 ア 主な取組及び課題概要 

藤沢市民病院は，「神奈川モデル」の高度医療機関及び重点医療機関協力

病院等として，重症・中等症の患者を中心に治療を行うとともに，保健所か

らの依頼に基づく濃厚接触者等の新型コロナウイルス感染症の診断検査（ド

ライブスルー方式で実施）に対応しています。 

入院患者を受け入れる体制として，県と感染状況のフェーズに応じた各病

院の確保病床を事前に取り決める「協定」を締結しました。このように，感

染状況のフェーズに応じた確保病床について，協定という形で締結しておく

ことは有効なことと捉えている一方，感染状況のフェーズに応じて病床数が

変化することは，看護師等の職員配置を柔軟に対応する必要が生じるなど，

看護師をはじめ医師及び技師にも負担が増加すること，また入院患者の受入

れを制限することで，地域を支える基幹病院として通常医療とのバランスを

保つことが困難になること等が課題となっています。 

 

 イ 今後の対応等 

   令和３年１２月１４日時点における，国内の感染状況は落ち着いていま

すが，海外で確認された新たな変異株であるオミクロン株については，懸念

される変異株に指定され，他の変異株に比べて再感染のリスクが高いこと

等が指摘されており，世界各国で感染者が増えている状況にあります。日本

でも海外からの入国者などの感染が確認されており，その動向を注視して

います。 

入院患者受入体制としては，感染第５波の「災害級」に対処した病床数を

新たな確保病床数とするフェーズ５（災害級の状況下において緊急的に対応

するフェーズ）を含めた協定を締結しました。また，国や県の補助金を活用

し，医療資器材等の整備を図るなど，感染再流行に向けた対応に取り組んで

います。 

神奈川モデル認定医療機関として，県と連携するとともに，保健所，医師

会，薬剤師会及び歯科医師会等と連携して対応していきます。 
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（１８）消防局 

 ア 主な取組及び課題概要 

消防局では，第１波及び第３波の期間において，勤務体制を２交代制から

３交代制とし，感染拡大を最小限に抑える等の取組を行いました。 

救急活動現場では，第３波及び第４波の期間において，高齢者施設からの

救急要請が相次ぎ，救急体制に混乱をきたす場面が生じるとともに，救急搬

送困難事案も発生しました。 

第５波の期間では，自宅療養者の増加により，自宅療養中の感染者による

１１９番通報が相次ぎました。通報の中には，保健所等への電話が繋がらな

いため，症状は安定しているものの自宅療養への不安から救急要請した事案

もありました。この時期には，通常の救急要請も含め救急搬送体制がひっ迫

した状況であったことから，感染症対応の救急隊を増隊するとともに，保健

所に連絡調整員を派遣し，救急搬送を円滑に行うための調整などを行いまし

た。 

また，令和３年９月から，ワクチン接種事業への応援体制として，職域接

種や集団接種会場において救急救命士が筋肉注射や経過観察などを行いま

した。 

その他，集客又は対面式によるイベントや救命講習などを中止し，Ｗｅｂ

上での啓発に切り替えましたが，消防訓練指導や，法令等に基づく立入検査

などの業務は，感染防止対策を講じた上で実施しました。 

 

イ 今後の対応等 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大は，消防活動においても脅威とな

り，多大な影響を与えています。消防局における対策として最も重要なのは，

市民を守る消防力を確実に機能させ続けることであり，これまでも保健所

などの関係機関と連携し，様々な場面を想定した対応策を講じてきました。 

   引き続き，これまでの知見や経験を活かしながら感染防止対策を行い，万

全な消防体制を確保するとともに，関係機関と連絡を密に行い，搬送先医療

機関の更なる確保について調整を進めていきます。 
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（１９）教育部 

 ア 主な取組及び課題概要 

（ア）教育活動全般 

教育部では，令和２年２月に発出された全国の学校の一斉臨時休業以降，

新型コロナウイルス感染症対策のため，文部科学省及び県からの通知を踏ま

えた本市の学校運営に係るガイドラインを策定し，運営手法の変更や学習内

容の制限など様々な感染対策を講じながら，学校運営を行ってきました。ま

た，その時々の感染状況を踏まえながら，ガイドラインを改訂してきました。 

第５波の中で迎えることとなった夏季休業後の学校再開に際しても，文部

科学省及び県からの通知を踏まえガイドラインの改訂を行い，午前登校や部

活動の停止，ペア・グループ学習の制限など，感染症予防の強化・徹底をし

ながら児童生徒の健やかな学びを最大限保障することを目指しました。 

併せて，コロナ不安等で登校できない児童生徒への学習保障として，オン

ラインを活用した学習にも取り組んでいます。 

また，学校内における感染症対策として，発熱症状等がみられた児童生徒

及び教職員に対し，国及び県から配布された抗原検査キットを活用すること

により陽性者の早期検知に努めています。 

一方，学校現場では，多岐にわたる通常の業務に加え，新型コロナウイル

ス感染症対策のための業務増により，教職員への負担の増加が課題となって

います。 

（イ）学校行事等 

宿泊行事等については，令和２年度は，当初の予定を延期し，行き先や学

習内容等の変更や代替行事の実施により対応しました。令和３年度は，感染

状況を踏まえ年度の後半に実施時期を延期し，１０月の緊急事態宣言解除後

は，感染症対策をとりながら学校の実情に合わせ，代替行事等を含め実施し

ています。 

課題としては，実施の判断が感染状況に大きく左右され，直前に宿泊学習

等を見合わせた場合にキャンセル料を負担する必要があること，加えて，感

染対策についての旅行経費が膨らみ，保護者負担が重くなることです。 

運動会については，実施種目の変更や，規模の縮小などの工夫により実施

しました。また，保護者等の参観については，人数の制限やオンライン配信

等の対応を行いましたが，開催時の感染状況や学校規模などを考慮し，学校

ごとに異なる対応となり，参観方法に対する説明が充分ではなかったことか

ら，様々な意見が寄せられました。 

（ウ）児童生徒への心のケア 

学校では，児童生徒に対して，教育相談やアンケート，電話等による確認
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を行うなど，児童生徒の心身の状態や表面化しにくい困りごとの把握に努め，

具体的な支援につなげました。 

（エ）教職員の研修・保護者との会合等 

感染拡大当初は，延期または中止，書面開催などにより実施していました

が，感染状況を見極めながら規模縮小や分散開催，代替研修の実施やリモー

ト開催などにより，研修や会合の機会の確保に努めています。 

コロナ禍における教職員や保護者のニーズを研修等の内容に反映させる

こと，オンライン開催の質的向上や通信の安定性向上，対面やオンラインな

ど実施方法の更なる工夫により，十分な参加の機会や受講人数を確保するこ

となどが課題となっています。 

（オ）その他 

新型コロナウイルス感染症対策に係る国や県の交付金・補助金等を活用 

することにより，スクールバスの増便，介助員の増員等に対応し，児童生徒

の学びの保障と，安全・安心の確保に努めました。 

 

 イ 今後の対応等 

 （ア）教育活動全般 

教育活動については，学習保障や心身の成長・健康の保障のためにも様々

な感染症拡大防止措置を講じて継続していきます。また，引き続き，学びを

止めないように児童生徒や家庭の実情を踏まえながら，１人１台端末を有効

的に活用し，可能な限り学習機会を確保できるよう努めていきます。 

また，学校内で陽性者が出た場合，感染予防対策として保健所が必要と判

断した対象児童生徒の検査については，保健所や学校と連携を図りながら対

応するとともに，公表に際しては，人権尊重や個人情報保護に留意しながら，

保護者等にも分かりやすく提供できるよう，引き続き必要な情報の発信に努

めていきます。 

 （イ）学校行事等 

宿泊行事等については，児童生徒にとって教育的意義があることから，十

分な感染症防止対策を徹底することで，子どもたちにとってかけがえのない

貴重な機会の保障に努めていきます。 

運動会等の行事については，参観人数の制限緩和や，オンライン配信の要

望に対して，感染状況や学校規模などを考慮し，学校ごとに工夫して開催し

ていますが，開催方法等について，保護者の理解が得られるよう，引き続き

丁寧な説明を行っていきます。 

 （ウ）児童生徒への心のケア 

感染の影響により，学級閉鎖等の臨時休業や，感染への不安から登校を控
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えるなど，やむを得ず学校に登校できない児童生徒には，電話，家庭訪問，

オンライン等の様々な手段を通じて，コミュニケーションを絶やさないよう

に努めます。 

 （エ）教職員の研修・保護者との会合等 

コロナ禍においても，教職員の資質能力向上のため研修は欠かせないこ 

とから，感染症対策を講じながら，必要な研修について実施していきます。 

また，保護者等の会合についても，保護者や地域のニーズを把握し，必要

な情報提供に努めるほか，児童生徒が安心して日常生活を過ごせるよう，参

加の機会が十分に確保されるよう努めます。 

 （オ）その他 

新型コロナウイルス感染症対策に係る国や県の交付金・補助金等を効果的

に活用するため，今後とも情報収集のうえ，財源確保に努めます。 
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（２０）行政委員会等 

 ア 主な取組及び課題概要 

 （ア）議会事務局 

議会事務局では，第１波の期間からの主な感染症対策として，１日あたり

の会議開催時間の短縮や，出席者数の削減，定期的な換気や飛沫飛散防止用

のシールド設置などの取組を行っています。 

また，令和３年１１月に，各種特別委員会をオンラインにより試行実施し

ました。 

 （イ）監査事務局 

   監査事務局では，第１波の期間から，会議等の開催方法を書面形式やオン

ライン形式に変更し，職員及び監査委員間の接触機会を極力減らす対応を

行いました。 

 （ウ）選挙管理委員会事務局 

   選挙管理委員会事務局では，コロナ禍における初の国政選挙となる衆議

院議員総選挙の執行において，他自治体での事例等を踏まえ，手指消毒液・

ビニールシートの設置や，密を避けるために記載台の間隔を空けて使用す

るなどの感染症対策を行いました。これに加え，混雑緩和策として，市民セ

ンターに設置する期日前投票所の増設や開設期間延長，市ホームページ等

への日別・時間別の混雑状況に関するグラフの掲載，防災行政無線による分

散投票の呼びかけを行いました。 

   また，新たに法律が施行され，新型コロナウイルス感染症の患者等につい

ては，特例郵便等投票ができるようになったことから，保健所と連携し，適

切に案内ができるよう取り組みました。 

   課題としては，感染症対策を行った結果，一部の投票所で混雑が発生した

ため，更なる混雑緩和策が必要であると考えます。 

 （エ）農業委員会事務局 

   農業委員会事務局では，主な取組として，毎月開催される農業委員会総会

において，３回目の緊急事態宣言中は，総会の構成員である農業委員及び農

地利用最適化推進委員のうち，農業委員のみの出席とし，会場内での密集を

避け，検温や手指消毒の徹底等，委員間での新型コロナウイルスへの感染を

防ぐよう努めました。 

課題としては，農地利用最適化推進委員の意見を総会の議題に反映するこ

とができない可能性があります。 

 （オ）オンブズマン事務局 

   オンブズマン事務局では，新型コロナウイルス感染症対策として，市民セ

ンター及び公民館で市民による市政に関する苦情について，相談や申立て
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をオンブズマンが受ける，巡回オンブズマン事業を中止することにより，感

染機会の軽減を図りました。 

 

 イ 今後の対応等 

 （ア）議会事務局 

   定例会については，新型コロナウイルス感染症の感染状況や前定例会実

施状況を踏まえ，都度取組方針を検討していきます。 

   また，特別委員会のオンライン実施については，試行実施の結果を踏まえ

検討していきます。 

 （イ）監査事務局 

   監査委員による決算審査や定期監査，出納検査の実施方法については，オ

ンライン形式や書面形式など，新型コロナウイルス感染症の感染状況を注

視する中で都度判断するとともに，感染対策を講じた上で実施していきま

す。 

 （ウ）選挙管理委員会事務局 

   今後，令和４年には参議院議員通常選挙が予定されていることから，今回

の衆議院議員総選挙における取組を継続するとともに，分散投票について

周知方法を工夫し，また，投票所のより広い会場への変更，記載台設置数の

増などについても検討し，混雑緩和に向けた取組を進めていきます。 

 （エ）農業委員会事務局 

   今後も緊急事態宣言等が発出された場合は，これまでと同様に農業委員

会総会への出席は農業委員のみとしますが，総会の前段で行われる各地区

農地協議会において，農地利用最適化推進委員の意見を十分にくみ取り，総

会の議題に反映することができるよう努めます。 

 （オ）オンブズマン事務局 

感染機会の軽減を図るため，今後も新型コロナウイルス感染症の感染状況

や「コロナ禍における施設等の開閉基準」を踏まえ，適宜中止等の判断をし

ていきます。 
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５ おわりに 

（１）これまでの本市の検討・対応について 

令和３年１１月にまとめた，検証報告書（保健所業務編）においては，第

１波から第５波における，保健所業務を中心とした，業務課題の抽出と今後

の対応についての整理を行いました。 

今回の検証報告では，総務主管者会議メンバーを中心に，全庁的な確認作

業や調整を重ね，各部門での対応状況の検証を行うとともに，全庁的な人員

の生み出しを目的とした「藤沢市コロナ版業務継続計画」を策定しました。 

また，新型コロナウイルスの感染拡大に際し，市として統一した対応がと

れるよう，「コロナ禍における施設等の開閉基準」をとりまとめました。 

これらにより，今後の感染の度合いや感染スピードにもよりますが，感染

拡大の脅威から市民の生命や健康を守るため，職員一丸となって対応できる

体制が，一定，確保されたものと考えております。 

 

（２）今後の本市の対応について 

今後の新型コロナウイルス感染症の動向や変異株の特徴，発現の時期に関

して，事前に予測をすることは大変難しいと考えています。 

しかし，感染予防のための方策を早急に進めるとともに，すべての感染者

が速やかに健康観察や診療が受けられる体制を確保していくことが重要と

考えています。 

このためには，３回目のワクチン接種の推進，早期診断の体制，地域療養

や入院病床確保等の医療体制の確保など，保健所の機能強化や医療提供体制

の整備を引き続き進めてまいります。 

特に保健所においては，感染拡大期の患者急増に対応できる保健所機能の

強化，デジタル化を含めた効率的な業務改善を進めてまいります。 

また，医療面においては，県や藤沢市医師会と連携を取り，入院・宿泊療

養の調整，地域療養の強化，速やかな外来受診や入院体制等の更なる整備の

ための調整を進めてまいります。 

個人の感染予防に関しても，引き続き，手洗い・うがい，マスク着用や人

との距離をとることでのウイルスの遮蔽，十分な換気等が，感染予防の基本

であり，最も重要な方法となることには大きな変化がないと考えています。 

このため，今後も，市民の皆様に対しては，これらの感染予防対策を伝え

続けるとともに，タイムリーな情報提供にも努めていきたいと考えています。 

近年経験したことのない感染症の蔓延という，災害状況において，Withコ

ロナの思考を常に持ちながら，災害モードと支援モードだけでなく，平常モ

ードも含めた切り替えをしながら，各々の部門でできることや，すべきこと
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を引き続き検討し，市民の安全と暮らしを守るべく，全庁を挙げて，取り組

んでまいります。 

 

以 上 


